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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和５年１０月２０日（金）午前１０時２分 開会 

  平成２８年１１月１５日（ 午後 ５時５分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 安 藤  薫   委  員 野 口  博 

  委  員 南 野 直 司   委  員 塚 本  崇   委  員 香 川 良 平 

委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正 

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

市長公室長 平 井 貴 志 総務部長 山 口  猛  建設部長 武 井 義 孝 

消防長 松 田 俊 也  総務部理事 丹 羽 和 人 

総合行政委員会事務局長 石原幸一郎  建設部次長 松 倉 昌 明 

総務部副理事兼財政課長 妹 尾 紀 子  同部副理事兼工事検査室長 永 田  享 

建設部副理事兼建築課長 江 草 敏 浩  総務課長 真 鍋 伸 也 

防災危機管理課長 竹 下 博 和  資産活用課長 浅 田 明 典 

情報政策課長 下 郡 光 礼  市民税課長 石 坂 直 樹 

固定資産税課長 中 尾 昌 志  納税課長 藤 原 英 昭 

都市計画課長 杉 山  剛  水みどり課長 宮 城 陽 一 

  道路管理課長 西  勝 也  道路交通課長代理 黒 田 尚 志 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  認定第 1号 令和４年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前１０時２分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。連日好

天が続いております。委員の皆さんには体

育祭等々の諸行事、多端な折、本日は、総

務建設常任委員会をお持ちいただきまし

て、大変ありがとうございます。 

 それからまた、先日の役員改選で、新し

く当常任委員会に所属されます皆様には

１年間、何かとご苦労をおかけいたします

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、令和４年度の決算について、ご

審査を賜ります。何とぞ慎重審査の上、ご

可決いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 一旦、退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、安藤委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２分 休憩） 

（午前１０時３分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口総務部長。 

○山口総務部長 認定第１号、令和４年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、防災

危機管理課分を除く総務部に係る部分に

つきまして、目を追って、主なものについ

て補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書２８

ページ、款１市税、項１市民税、目１個人

は、前年度に比べ、４．１％、１億９，８

７４万９５８円の増加となっております。

目２法人は、前年度に比べ、１０．８％、

１億７，８０５万４，０７７円の増加とな

っております。項２固定資産税、目１固定

資産税は、前年度に比べ、マイナス０．１％、

１，０４９万２，３５４円の減少となって

おります。目２国有資産等所在市町村交付

金及び納付金は、前年度に比べ、１０．５％、

６３７万２００円の増加となっておりま

す。項３軽自動車税、目１環境性能割は、

前年度に比べ、５４．７％、５１２万４，

８００円の増加となっております。目２種

別割は、前年度に比べ、２．７％、３６０

万４，７２９円の増加となっております。

項４市たばこ税、目１市たばこ税は、前年

度に比べ、５．９％、４，４２３万４，４

７７円の増加となっております。項５都市

計画税、目１都市計画税は、前年度に比べ、

３万５，２３３円の増加となっております。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べ、

３．１％、１１２万６，０００円の増加と

なっております。 

 続きまして、３０ページ、項２自動車重

量譲与税、目１自動車重量譲与税は、前年

度に比べ、７．９％、８２６万３，０００

円の増加となっております。項３森林環境

譲与税、目１森林環境譲与税は、前年度に

比べ、３１．８％、２２０万５，０００円

の増加となっております。 

 款３利子割交付金、項１利子割交付金、

目１利子割交付金は、前年度に比べ、マイ

ナス１０．８％、１４０万９，０００円の
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減少となっております。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ、マイ

ナス５．７％、５９０万６，０００円の減

少となっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡所得

割交付金は、前年度に比べ、マイナス３９．

８％、４，６６３万３，０００円の減少と

なっております。 

 款６法人事業税交付金、項１法人事業税

交付金、目１法人事業税交付金は、前年度

に比べ、６．６％、２，２９２万９，００

０円の増加となっております。 

 款７地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ、６．３％、１億３，１３５万８，

０００円の増加となっております。 

 款８ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ、マイナス６．１％、

１３万４，５２７円の減少となっておりま

す。 

 款９環境性能割交付金、項１環境性能割

交付金、目１環境性能割交付金は、前年度

に比べ、２０．４％、５９３万２，０００

円の増加となっております。 

 款１０地方特例交付金、項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金は、前年度に比

べ、３．９％、４７０万６，０００円の増

加となっております。 

 続きまして、３２ページ、項２新型コロ

ナウイルス感染症対策地方税減収補填特

別交付金、目１新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補填特別交付金は、前年度

に比べ、マイナス９６．９％、１億１，８

９０万６，０００円の減少となっておりま

す。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べ、３２．１％、

３億４，８０４万２，０００円の増加とな

っております。これは普通交付税が前年度

に比べ、３億７，５４４万２，０００円の

増加、特別交付税が前年度に比べ、２，７

４０万円の減少となったことによるもの

でございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べ、マイナス９．

７％、１３４万９，０００円の減少となっ

ております。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用料、

目１総務使用料は、庁舎施設等使用料でご

ざいます。 

 続きまして、３６ページ、ページの一番

上でございますが、目５土木使用料、節２

公営住宅使用料は、市営住宅使用料及び市

営住宅用地使用料でございます。同じく３

６ページ、項２手数料、目１総務手数料の

うち、総務部所管のものは、税務諸証明手

数料、税務督促手数料及び自動車保管場所

使用承諾証明手数料でございます。 

 続きまして、３８ページ、目４土木手数

料、節１明示手数料のうち、総務部所管の

ものは、公共用地境界明示手数料でござい

ます。 

 続きまして、４０ページ、款１５国庫支

出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金、節３及び節４は、それぞれ新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金、デジタル基盤改革支援補助金及びデジ

タル田園都市国家構想推進交付金でござ

います。 

 続きまして、４６ページでございます。

目５土木費国庫補助金、節４住宅費補助金

は、社会資本整備総合交付金でございます。
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項３委託金、目１総務費委託金、節２統計

調査委託金は、基幹統計調査委託金及び統

計調査員確保対策事業委託金でございま

す。 

 続きまして、５０ページ、款１６府支出

金、項２府補助金、目１総務費府補助金、

節４は、大阪府市町村振興補助金でござい

ます。 

 続きまして、５４ページ、項３委託金、

目１総務費委託金、節２は、府税徴収事務

委託金でございます。 

 続きまして、５６ページ、款１７財産収

入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入

は、土地貸付収入でございます。目２利子

及び配当金は、各種基金利子収入でござい

ます。項２財産売払収入、目１不動産売払

収入は、市有地売却収入でございます。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金でございます。 

 続きまして、５８ページ、款１９繰入金、

項１特別会計繰入金、目１財産区財産特別

会計繰入金は、土地貸付収入の一部を一般

会計に繰り入れたものでございます。項２

基金繰入金、目１財政調整基金繰入金は、

財政調整基金から４億円を取り崩し、一般

会計に繰り入れたものでございます。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は、市税延滞金でござい

ます。 

 続きまして、６０ページ、項４雑入、目

２雑入のうち、主なものは、財政課におい

て収入いたしました市町村振興協会交付

金や、総務課におきまして収入いたしまし

た水道・下水道事業会計からの収入などで

ございます。 

 続きまして、６８ページ、款２１市債、

項１市債、目１総務債は、体育館空調設備

整備事業債及び温水プール屋上防水改修

事業債でございます。目２民生債は、民間

保育所施設整備補助事業債、とりかいこど

も園建設事業債及び子育て総合支援セン

ター大規模改修事業債でございます。目３

衛生債は、斎場火葬炉設備改修事業債及び

廃棄物広域処理推進事業債でございます。

目４土木債は、橋梁長寿命化修繕事業債、

千里丘三島線道路改良事業債、正雀南千里

丘線外２路線道路改良事業債、道路等整備

事業債、交通安全施設整備事業債、交通安

全対策事業債、排水路ポンプ場施設整備事

業債、三線水路改修事業債、阪急京都線連

続立体交差事業債及び千里丘駅西地区再

開発事業債でございます。 

 続きまして、７０ページ、目５消防債は、

広域消防指令情報システム整備事業債、消

防本部車両整備事業債及び借換債でござ

います。目６教育債は、小・中学校屋内運

動場空調設備整備事業債、小・中学校情報

通信ネットワーク環境整備事業債、借換債

及び図書館情報通信ネットワーク環境整

備事業債でございます。目７臨時財政対策

債は、普通交付税の算定結果に基づき発行

したものでございます。 

 款２２繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は、６億５，１５２万９，４０５円で、そ

の内訳は、繰越事業充当財源が１億１，７

２１万６，０００円、令和３年度決算剰余

金が５億３，４３１万３，４０５円となっ

ております。 

 款２３自動車取得税交付金、項１自動車

取得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

令和元年９月末で自動車取得税が廃止さ

れ、令和４年度においては、滞納繰越分と

して徴収された自動車取得税が交付され

ているものでございます。 

 続きまして、歳出についてでございます

が、７６ページからの款２総務費、項１総
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務管理費、目１一般管理費の主なものとい

たしまして、節１報酬は、個人情報保護制

度運営事業に係る個人情報保護審議会委

員報酬でございます。 

 続きまして、７８ページ、節１０需用費

は、庁内印刷に係る消耗品などでございま

す。 

 続きまして、８０ページ、節１２委託料

は、法規事務に係る市例規集委託料などで

ございます。節１３使用料及び賃借料につ

きましても、法規事務に係るデータアクセ

ス料などでございます。 

 続きまして、８２ページ、節２７繰出金

は、水道事業会計及び下水道事業会計への

繰出金でございます。目２文書広報費は、

郵送事務に係る通信運搬費などでござい

ます。 

 続きまして、８４ページ、目４財産管理

費は、ＥＳＣＯサービス料など、庁舎や集

会所等市有財産の管理経費でございます。 

 続きまして、８８ページ、目９電子計算

費は、住民情報システム保守委託料など、

情報システム全般に係る管理経費でござ

います。 

 続きまして、９６ページ、目１７諸費の

うち、総務部所管のものは、節１７負担金、

補助及び交付金のうち、地区集会所補修費

補助金でございます。 

 続きまして、９８ページ、目１８財政調

整基金費、目１９公共施設整備基金費及び

目２０減債基金費の各基金費は、剰余金、

利子等をそれぞれの基金に積み立てたも

のでございます。項２徴税費、目１税務総

務費及び１００ページ、目２賦課徴収費は、

税務事務に係る経費でございます。 

 続きまして、１１０ページ、項５統計調

査費、目１統計調査総務費及び目２基幹統

計調査費は、統計調査事務に係る経費でご

ざいます。 

 続きまして、１８０ページ、款７土木費、

項５住宅費、目１住宅管理費は、市営住宅

管理に係る経費でございます。 

 続きまして、２２２ページ、款１０公債

費、項１公債費、目１元金は、地方債の元

金償還金で、前年度に比べ、マイナス５．

０％、１億２７４万９，６９９円の減少と

なっております。目２利子は、地方債の利

子償還金で、前年度に比べ、４．９％、４

６６万７，１８７円の増加となっておりま

す。 

 款１１予備費、項１予備費、目１予備費

は、４６７万１，９２７円で、損害賠償請

求に係る訴訟等関係費用に７７万５，８０

４円、水路敷明渡請求に係る訴訟等関係費

用及び測量等業務委託料に２５５万２，０

００円、境界確定等請求に係る訴訟等関係

費用に１０９万３１９円、道路管理瑕疵に

よる損害賠償金に２３万８４円、災害時に

使用した毛布の洗浄及びパックに係る手

数料に２万３，７２０円をそれぞれ充当い

たしております。 

 以上、防災危機管理課分を除きます総務

部の所管いたします決算内容の補足説明

とさせていただきます。 

○三好義治委員長 続きまして、丹羽総務

部理事。 

○丹羽総務部理事 認定第１号、令和４年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、総

務部防災危機管理課が所管しております

事項につきまして、決算書の事項別明細書

の目を追って、その主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入についてでございます。 

 決算書４６ページ、款１５国庫支出金、

項２国庫補助金、目６消防費国庫補助金は、

広域避難シミュレーションの実施に係る
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社会資本整備総合交付金及び防災協力農

地に設置する看板作成に係る農山漁村振

興交付金でございます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目３家屋被害復旧資金貸付金元

金収入は、平成７年１月１７日に発生した

兵庫県南部地震に伴う家屋被害復旧資金

貸付けに係る償還金でございます。 

 ６０ページ、項４雑入、目２雑入は、摂

津防犯協会及び摂津職域防犯協会に南摂

津防犯ステーションの管理費用を使用面

積に応じて負担していただくもの等でご

ざいます。 

 続きまして、歳出についてでございます。 

 決算書９０ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目１０防犯対策費は、防犯灯及

び防犯カメラの設置や維持管理等、防犯施

策に係る費用でございます。 

 １９０ページ、款８消防費、項１消防費、

目４災害対策費は、自主防災組織が防災に

関する活動を行うために必要な物品の支

給、避難所等に配備する備蓄用品の更新、

防災行政無線の維持管理、広域避難シミュ

レーションの実施等防災施策に係る経費

及び新型コロナウイルス感染症に関する

自宅療養者への支援に係る経費でござい

ます。 

 以上、総務部防災危機管理課の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○三好義治委員長 次に、武井建設部長。 

○武井建設部長 認定第１号、令和４年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、建設

部が所管しております事項につきまして、

目を追って、主なものについて補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書の３４ページ、款１４使用料及び

手数料、項１使用料、目４農林水産業使用

料は、法定外水路占用料でございます。目

５土木使用料のうち、道路占用料や、３６

ページ、公園占用料、駐車場用地使用料な

どでございます。項２手数料、目１総務手

数料のうち、道路管理課の諸証明手数料で

ございます。 

 ３８ページ、目３農林水産業手数料のう

ち、水路敷地境界明示手数料、水路敷地謄

本交付手数料でございます。目４土木手数

料のうち、道路敷地境界等明示手数料や開

発許可等手数料などでございます。 

 ４４ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目５土木費国庫補助金のうち、

都市再生地籍調査委託補助金や交通安全

対策などの社会資本整備総合交付金、４６

ページ、都市空間情報デジタル基盤構築支

援事業補助金などでございます。 

 ５２ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金は、府自然環境

保全条例事務取扱交付金や、５４ページ、

都市再生地籍調査委託補助金、権限移譲交

付金などでございます。 

 ５４ページ、項３委託金、目２土木費委

託金のうち、河川環境整備工事委託金など

でございます。 

 ５６ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち、道路

交通課の土地貸付収入でございます。  

 目２利子及び配当金のうち、緑化基金利

子でございます。 

 ５８ページ、款１９繰入金、項２基金繰

入金、目５緑化基金繰入金は、緑化推進事

業への緑化基金繰入金でございます。 

 ６６ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、建築確認申請者負担金、

自転車自動車駐車場指定管理者納付金な

どでございます。 
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 続きまして、歳出でございます。 

 １６０ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目４農業水路費は、水路台帳作成

業務委託料や神安土地改良区負担金など

でございます。 

 １６６ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費のうち、土木維持作

業業務委託料などでございます。 

 １６８ページ、目２交通対策費は、指定

管理者への駐車場管理委託料や、公共施設

巡回バス運行管理業務委託料などでござ

います。項２道路橋りょう費、目１道路橋

りょう総務費は、千里丘駅前広場やモノレ

ール駅前広場の管理委託料などでござい

ます。 

 １７０ページ、目２道路維持費は、道路

維持に係る修繕料や道路維持工事などで

ございます。 

 １７２ページ、目３交通安全対策費は、

交通安全対策工事や道路改良事業に係る

土地購入費及び移転補償費などでござい

ます。項３水路費、目１排水路費のうち、

ポンプ場施設等維持管理業務委託料や、１

７４ページ、番田水路内水対策負担金など

でございます。 

 １７６ページ、項４都市計画費、目１都

市計画総務費のうち、デジタルツインプラ

ットフォーム整備委託料や、多世代同居・

近居支援補助金などでございます。目２街

路事業費のうち、都市計画課の都市景観事

業に係る報償金などでございます。 

 １７８ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。 

 １８０ページ、目４公園管理費は、公園

維持に係る修繕料や公園管理委託料など

でございます。 

 １８８ページ、款８消防費、項１消防費、

目３水防費は、淀川右岸水防事務組合負担

金などでございます。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 おはようございます。 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 決算概要３ページ、予算規模に対する決

算概要が書かれております。令和２年度か

ら急激に予算規模が１００億円以上、上が

って、はや３年でございます。 

 中期財政見通しでいくと、このままの予

算規模を継続すると非常にまずいと警告

を出されているかと思います。令和４年度

決算はこのような規模になっているわけ

ですけども、この規模が摂津市にとって、

適正かどうか、１点お尋ねします。 

 ２点目、決算書１０ページ、市たばこ税

です。予算７．１億円に対して、決算では

７．９億円の収入がございます。これに対

する分析を教えてください。 

 ３点目、決算書１１ページ、不納欠損額

です。令和３年度は、不納欠損額が、市民

税で２，２００万円ございました。令和４

年度は、約１，３００万円の不納欠損とな

っております。ここに対する分析をお尋ね

します。 

 ４点目、決算概要６２ページになります。

収納事務事業で、キャッシュレス決済に向

けた令和４年度の取組についてお教えく

ださい。 

 ５点目、決算概要４２ページ、庁内印刷

事業です。事務報告書を見ると、約２００

万枚の印刷実績となっております。令和４

年度の取組についてお教えください。 

 ６点目、情報政策課、決算概要５２ペー
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ジ、ＤＸ推進事業です。ＲＰＡが導入され

ていると思います。令和３年度に比べて令

和４年度は、ＲＰＡでの削減時間が減って

います。この要因についてお教えください。 

 ７番目、同じく決算概要５２ページ、Ｄ

Ｘ推進事業です。令和４年度、ＬｏＧｏチ

ャットが導入されたかと思います。その導

入経緯、効果についてお教えください。 

 ８番目、決算概要５３ページ、ＬＥＤ防

犯灯等防犯推進事業です。犯罪認知件数が

上昇傾向にあると思っています。ＬＥＤ防

犯灯の効果についてお教えください。 

 同じく決算概要５３ページ、防犯カメラ

設置事業です。令和４年度の設置台数につ

いてお教えください。 

 １０番目、決算概要１２３ページ、自主

防災に関してです。自主防災に関して、令

和４年度の取組をお教えください。 

 同じく１２３ページです。行政経営戦略

を見ると、広域避難シミュレーションをさ

れたとあります。その中身についてお教え

ください。 

 同じく、防災危機管理課になります。自

宅療養者支援委託料、これは令和４年度で、

ほぼ事業が終わったと思います。まずは配

達数についてお教えください。 

 １３番目、資産活用課、決算書５７ペー

ジ、土地売払収入です。事務報告書を見ま

すと、３筆で１億円余り、２，６５２平方

メートルの売払いとなっています。そして

土地貸付収入３，１００万円、これがどこ

かをお教えください。 

 １４番目、事務報告書６４ページ、地上

権が約５，１１１平方メートル増となって

います。どこの部分が約５，１１１平方メ

ートル増えたのか、お教えください。 

 １５番目、決算概要１２８ページ、長寿

命化計画です。令和４年度は、市営住宅の

長寿命化計画改訂版が出されております。

この長寿命化計画について、ＦＭの観点を

盛り込んで、令和４年度の取組をお教えく

ださい。 

 １６番目、道路管理課、１１８ページ、

都市再生地籍調査事業です。こちらの概要

をお教えください。 

 １７番目、道路維持事業です。ＬｏＧｏ

フォームでの通報等ができるようになっ

ていると思います。令和４年度の通報の内

訳について教えてください。 

 １２０ページ、千里丘９２号線道路管理

事業の概要を教えてください。 

 １９番目、道路交通課、交通安全に係る

自転車通行の事業です。令和５年度からは

自転車用ヘルメットの着用が努力義務と

なったわけです。令和４年度の取組につい

て、お教えください。 

 続いて、千里丘三島線、１２０ページで

す。道路等詳細設計委託料の中身について

お教えください。 

 １２２ページ、千里丘東５４号線道路改

良事業です。令和４年度の取組についてお

教えください。 

 少し戻りますが、１１６ページ、違法駐

車追放事業です。通報が令和４年度１件と

なっております。通報に至るまでの内容に

ついてお教えください。 

 １１８ページ、公共交通です。 

シェアサイクルの実証実験が始まったか

と思います。令和４年度の取組についてお

教えください。 

 ２４番目、都市計画課、３Ｄ都市モデル

活用事業です。令和４年度の取組について

お教えください。 

 続いて、建築課、１２４ページ、特定空

家対策です。勧告措置に至るまでの経緯に

ついてお教えください。 
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 ２６番目、多世代同居・近居支援事業で

す。令和４年度の実績についてお教えくだ

さい。 

 ２７番目、ブロック塀等撤去補助金、こ

ちらは要望にとどめておきます。 

 先日も福井県でブロック塀が倒れて、男

子小学生がけがをする事故がございまし

た。ブロック塀そのものが悪いかといった

らそうでもありません。先日の報道で、ゼ

ネコンが協力して、耐震化されたブロック

塀を研究されているといった事例もあり

ます。その辺について、また調べていただ

いて、必要な措置を取っていただくよう、

よろしくお願いいたします。 

 １２４ページ、狭隘道路です。ＫＰＩを

見ていくと、非常に執行率が低いので、こ

の執行率の低さについて、ご説明をお願い

します。 

 水みどり課、決算概要１２６ページ、花

とみどりの相談所運営事業と緑化推進連

絡会について、令和４年度の実績をお教え

ください。 

 ３０番目、公園維持管理と遊具補修につ

いてです。令和４年の実績についてお教え

ください。 

 以上となります。 

○三好義治委員長 では、順次答弁を求め

ていきます。 

 それでは、妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、質問番号

１番、市としての予算規模が令和４年度決

算で出ております。これについて、市とし

て適正かどうかのお問いにご答弁申し上

げます。 

 決算概要でも、ご説明のところで記載し

ておりますけれども、令和２年度から始ま

りましたコロナ対策等の部分で、予算規模

が、令和元年度までの３３０億円前後から、

４３０億円と増えていったところがござ

います。 

 市としまして、コロナがなかった場合で

申し上げますと、３３０億円から４００億

円までの間が本来、摂津市の規模であった

かと思います。ただ、中期財政見通しで、

歳入歳出の見通しを出させていただきま

したところでは、今後見込まれる大型な建

設事業費がこれまでなかったレベルの大

きいものが出てくると予想しております。

コロナ対策としては、これまでのような大

規模なものは出てこないかと考えてはお

りますが、このような建設事業費の増加と、

今後は扶助費等の増加、高齢化も視野に入

れますと、考えていかなければならないも

のと思っております。それを考えてまいり

ますと、市としての予算規模は、以前のよ

うな低い予算規模に、すぐには戻らないと、

今のところ考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 それでは、市民税課に

係ります質問番号２番、市たばこ税のご質

問にご答弁申し上げます。 

 市たばこ税につきましては、７億９，２

７３万５，６６４円の決算となり、前年度

決算と比べ、４，４２３万４，４７７円、

５．９％の増となりました。これにつきま

して、収入額とともに消費本数も増加とな

っております。 

 その要因としましては、紙巻きたばこに

つきましては、これまで同様、引き続き減

少傾向となっておりますが、加熱式たばこ

の増加がこれを上回ったことにより、合計

として本数増加につながったものと見て

おります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤原課長。 
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○藤原納税課長 それでは、納税課に関す

る３番目と４番目の質問についてご答弁

をさせていただきます。 

 まず、不納欠損に関するご質問です。令

和３年度と比べまして、令和４年度につき

ましては８７８万５，４０８円、３９．３

７％の減少となっております。 

 不納欠損額についての分析とのお問い

であったと思います。ここ最近、全体とし

て、不納欠損額につきましては減少傾向と

なっております。 

 今までの取組の一つである滞納処分が

影響しているとは考えておりますが、ここ

最近の影響で、令和４年度が減った大きな

要因としましては、新型コロナウイルスの

感染症の影響が一定底を打ったことが主

な要因と考えております。 

 不納欠損額につきましては、限りなく少

なくすることがいいことだと考えており

ますので、今後も減少していけるように、

対応を図ってまいります。 

 続きまして、決算概要６０ページの収納

事務事業のキャッシュレス決済に関して、

令和４年度の取組のお問いです。 

 令和４年度につきましては、令和３年度

から始まりました、コンビニ収納でのバー

コードを利用したキャッシュレス払いを

引き続き、継続して実施しております。こ

ちらに関しては利用率も向上しておりま

して、引き続き利用を続けてまいりたいと

思っております。 

 また、令和５年度から共通納税が開始さ

れることに伴いまして、令和４年度中に、

その共通納税に係る準備で、納付書の改定

でありますとか周知に努めてまいりまし

た。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 質問番号５番、庁内印刷

事業の取組内容でございます。 

 庁内印刷事業は、各課からの依頼を受け

まして、印刷室での印刷物を作成する事業

になっております。印刷物には大きく分け

て２種類ございまして、各課が業務として

使用する印刷物もございますが、各課のイ

ベントのチラシの作成とか、申請書の用紙、

福祉などの制度説明書類など、市民向けや

事業所向けの印刷物も含まれております。 

 総務課の取組といたしましては、ペーパ

ーレス化の推進を考えております。令和４

年度を含めてにはなりますが、継続してペ

ーパーレス化に取り組んでおります。 

 例えば、職員の業務でいえば、時間外勤

務手当とか、有給休暇の管理を、昔は紙台

帳で管理しておりました。今はシステムを

導入しまして、紙の使用を削減したり、市

民向けの印刷物は様々申請書も含まれて

おりますので、各課におかれまして、市民

向けのＬｏＧｏフォームなども活用する

などして、徐々に電子申請に移行している

こともございます。 

 印刷枚数が、令和元年度は２２０万枚で

ございましたが、それが２００万枚程度に

少なくなってきており、徐々にではござい

ますが、減る傾向にあります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

６番、ＲＰＡのご質問にお答えをいたしま

す。 

 ＲＰＡによりまして削減をいたしまし

た時間が、令和３年度に比べて減少してい

る理由についてでございます。 

 令和３年度におきましては、通常の定例

的な業務に加えまして、国のコロナ克服新

時代開拓のための経済対策として実施を
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いたしました、臨時特別給付金事業でＲＰ

Ａを活用いたしまして、大幅に作業時間を

削減できたものでございます。 

 令和４年度におきましては、こうした臨

時的な業務がなかったため、全体としては

減少いたしております。ただ、新たに国保

年金課の還付口座一括変更処理や、生涯学

習課におけます学校体育施設の開放事業

などで、ＲＰＡの運用を開始いたしまして、

臨時的な業務を除きました、定例的な業務

での作業時間は増加しておるものでござ

います。 

 続きまして、質問番号７番、ＬｏＧｏチ

ャットの導入経緯と効果についてお答え

いたします。 

 ＬｏＧｏチャットにつきましては、令和

２年度に無償トライアルから活用を始め

させていただきまして、当時１１課、１０

５名の職員が利用をいたしました。 

 また、令和３年度には大阪府内の２２市

町での共同調達によりまして、本格導入を

いたしまして、防災における避難所班との

連絡強化などに活用をいたしました。また、

令和４年度からは対象を全職員に広げま

して、迅速な情報共有に活用しておるとこ

ろでございます。 

 効果につきましては、電話の回数であっ

たり、時間が削減できたものがございます。

折り返しの電話が不要になったといった

部分がございます。 

 また、迅速な情報共有が図れたことや、

資料を印刷する必要がございませんので、

ペーパーレス化にもつながっておると考

えております。 

 また、警報発令時などにおきまして、こ

れまで電話しか手段がなかったことによ

り、タイムロスを生じておりましたが、一

斉に情報を発出でき、なおかつ、どの職員

が未読かも分かるようになっております。 

 また、メッセージの履歴なども分かりま

すことから議論の経過を見ることができ

るなどの効果があったと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 ８番目から１

２番目までのご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず８番目につきましては、ＬＥＤ防犯

灯推進事業においての防犯灯設置の効果

でございます。 

 防犯灯は夜間におけるひったくりや痴

漢等の犯罪を未然に防止する目的で設置

しておりまして、歩行者や自転車利用者が

生活道路や交差点等を通行する際の安全

を確保するために、大きな役割を果たして

いるものと考えております。 

 次に、質問番号９番、防犯カメラ設置事

業における令和４年度の設置台数につい

てでございます。令和４年度につきまして

は、新規での防犯カメラは設置してござい

ません。防犯カメラの設置状況につきまし

てご答弁します。令和元年度は新規の６台

と既存の２０基をリース契約に変更して

おり、令和３年度は、既存機器からの更新

８０基と、新規設置２０台分をリース契約

し、これを合わせて１３０台となってござ

います。 

 また、明和池公園の整備工事で整備した

購入基５台を加えますと、令和４年度末で

１３５台を運用しております。 

 次に、１０番目の自主防災組織支援事業

の自主防災組織の訓練実施状況について

ご答弁申し上げます。 

 令和４年度の自主防災組織による防災

訓練につきましては、三宅地区、それから

味舌地区、鳥飼小学校地区、味生地区の４
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か所で実施されております。 

 次に、質問番号１１番の広域避難シミュ

レーション、こちらの中身についてご答弁

申し上げます。 

 広域避難シミュレーションは、市民全員

が、お住まいの場所から万博記念公園まで

車で避難する場合と、それから、市民それ

ぞれが個別に、お住まいの場所から浸水区

域外へ分散避難するための淀川に架かっ

ておる橋梁３か所、それからＪＲ西日本鉄

軌道３か所の地下道まで避難する場合の

シミュレーションを行っており、避難時間

を算定しております。 

 市民の皆様には、マイタイムラインを作

成いただく際に、お住まいの地域から浸水

しない地域への避難ルートの選定や避難

時間を算定に、活用いただきたいと考えて

おります。 

 また、広域避難のご理解をいただくため

の啓発動画を作成しまして、ユーチューブ

で動画配信を行っているところでござい

ます。 

 最後に、自宅療養者支援委託料における

令和４年度の自宅療養者支援パックの状

況でございます。 

 新型コロナウイルス感染症自宅療養者

への支援パックの配達につきましては、５

日分のパンや麺類、それから白米やレトル

ト食品などをはじめとした食料品、感染防

止対策をしてもらうためのマスクや手指

消毒液を自宅療養者のお宅へ配達してお

ります。 

 令和４年度の支援パックにつきまして

は、令和４年４月１日から令和５年３月３

１日までに１万１４９件を配達しており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 浅田資産活用課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

１３番、土地の売払収入、それから貸付収

入の内容についてご説明させていただき

ます。 

 まず、貸付収入についてでございます。

主なもので申しますと、カンソー株式会社

に駐車場用地として、千里丘４丁目と東一

津屋の土地、合わせて約３，７１７平方メ

ートルを貸し付けております。年間の貸付

料が１，７０４万円でございます。 

 また、三井不動産リアルティ株式会社へ、

同様に駐車場用地として千里丘３丁目と

別府２丁目の土地、約１，１７７平方メー

トルを貸し付けております。こちらの年間

の貸付料が３１８万円となっております。

いずれも駐車場用地として、コインパーキ

ングとして活用されております。 

 ほかにも、千里丘新町におきまして、ニ

プロの建設工事の事務所として用地を貸

しておりまして、これが１，８１３平方メ

ートルで、鹿島建設株式会社に貸し付けて

おります。年間の貸付料が６３７万円でご

ざいます。 

 ほかにもインフラ設備の設置のために、

市有地を貸しているものがございまして、

関電の電柱であるとか、ＮＴＴの電話柱で

す。それから、大阪ガスの設備などにも貸

しております。それらの貸付けの総額とし

まして３，１２３万１２７円でございます。 

 売払いの収入について、こちらは、件数

として２件でございます。 

 一つ目は、廃止となった旧市道千里丘４

４号線、面積が２，６０４平方メートルで

す。こちらは、隣接する芦森工業に売却し

ております。金額の方が９，９９０万円で

ございます。 

 もう一つ、鳥飼八防におきまして、農地

の中に機能していない法定外公共物、里道
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がございまして、こちらを廃止しまして、

農地所有者に売却したものでございます。

面積が約２４平方メートル、金額が９４万

９，２５８円でございます。 

 次に、質問番号１４番、地上権設定の内

容についてでございます。こちらにつきま

しては、阪急京都線連続立体交差事業で、

新たに地上権を設定したものでございま

す。 

 事業用地につきましては、用地買収をし

て、取得しております。仮線の用地とか工

事ヤードといった一時的に必要な用地に

つきましては、地上権を設定して、土地の

所有者にその地代を払っております。 

 こちらは、連続立体交差推進課で実施さ

れている内容でございます。 

 次に、質問番号１５番、市営住宅に係る

ＦＭの観点による令和４年度の取組でご

ざいます。 

 ＦＭの推進につきましては、公共施設等

総合管理計画に基づいて、行っているとこ

ろでございます。 

 この計画の中では、事後保全から予防保

全へ転換していくことが基本方針の一つ

として掲げられております。 

 予防保全を行っていくには、点検が重要

になってまいります。毎年度、施設の点検

を行う中で、予防保全に努めているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、質問番号１

６番、都市再生地積調査事業の概要に関す

るご質問にお答えいたします。 

 一般的に、地籍調査事業は、１筆ごとの

土地について、その所有者、地番及び地目

の調査を行うとともに、その境界及び地積

を測量し、地積図及び地積簿を作成するも

のでございます。都市部では土地が細分化

されており、権利関係も複雑な場合が多い

ことから、地籍調査の実施におきましては、

境界の確認等に多くの時間が要すること

が課題となっております。 

 しかしながら、地震や水害など、大規模

な災害が発生した際には、道路など、ライ

フラインの早期復旧が特に重要であり、世

界測地系の座標で管理できるなど、土地の

権利関係を明確にした現地復元性のある

地図を整備しておくことが必要でありま

す。まずは街区ごとに道路など、公有地と

私有地との境界、いわゆる街区の官民境界

となりますが、その線上にある民民の筆界

点も含め、先行して明確化するため、本事

業を実施するものでございます。 

 また、本事業により、道路との境界が明

確となりますことから、災害からの復旧、

復興だけでなく、土地取引の円滑化や民間

開発といった土地の利活用も促進され、ま

ちづくりなどに寄与することが期待され

ております。 

 続きまして、質問番号１７番、道路管理

課におけます令和４年度のロゴ・フォーム

受付件数とその内訳に関するご質問にお

答えいたします。 

 ＬｏＧｏフォームは、インターネット上

で情報提供フォームのＵＲＬやＱＲコー

ドさえ入手すれば、誰もがすぐ手軽に情報

を提供できるツールであります。道路の維

持管理の充実を目的に、ＬｏＧｏフォーム

を活用した道路の損傷情報収集の取組を

令和３年１１月より始めており、開始以降、

市民からの電話やメール、直接の来庁に加

え、新たな損傷情報の収集方法として定着

してきておると認識しております。 

 令和４年度におきます道路管理課での

損傷情報の受付件数は、茨木土木事務所な
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ど、他の施設管理者に係る情報も含まれて

おりますが、全部で７３件となっておりま

す。その主な損傷情報の内訳は、舗装の損

傷に関する内容が３３件、ガードレールや

側溝など、道路施設の損傷に関する内容が

２１件、照明灯の不点灯に関する内容が２

件、除草依頼や占用物件の破損など、その

他の内容が１７件でございます。 

 続きまして、質問番号１８番、千里丘９

２号線道路管理事業における内容につい

て、ご説明させていただきます。 

 千里丘９２号線は千里丘７丁目地内の

正雀川付近を起点に、ちびっこ広場から北

へ山田川に沿って、府道大阪高槻京都線に

続く道路でございます。千里丘９２号線事

業における土地購入費の内容につきまし

ては、この道路区域内の一部において、企

業の所有する土地が存在しておりました

ことから、土地所有者と使用契約を締結す

ることで、これまで道路として、この土地

を提供いただき、その使用権を確保させて

いただいておりました。 

 しかし、千里丘９２号線をより安定的か

つ永続的に市民の安全・安心に寄与する道

路とするため、この土地の所有権取得につ

いて、土地所有者と協議したところ、了解

を得られましたことから、土地約４００平

米を取得したものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 自転車用ヘル

メット着用推進の取組につきまして、ご答

弁申し上げます。 

 自転車用ヘルメット着用推進の取組と

いたしましては、令和４年度は、摂津警察

署、各関係機関と連携して、春、秋の全国

交通安全運動での街頭キャンペーンや各

種安全教室での交通安全教育、令和５年３

月には、ＪＲ千里丘駅での街頭キャンペー

ンにおいて、自転車用ヘルメットの着用促

進について、ＰＲしてまいりました。 

 続きまして、千里丘三島線道路改良事業

の道路詳細設計業務委託についてのご質

問にお答えいたします。 

 千里丘東２丁目地内において、令和５年

度実施予定の道路改良工事発注に必要な

測量及び道路詳細設計を実施しているも

のでございます。 

 続きまして、千里丘東５４号線道路改良

事業の令和４年度の取組についてのご質

問にお答えいたします。 

 令和４年度は、用地買収と物件移転補償

を各１件行いまして、こちらも令和５年度

実施予定の歩道整備工事発注に必要な測

量及び詳細設計を実施しております。 

 続きまして、違法駐車追放事業における

警察への通報までの内容に係るご質問に

お答えいたします。 

 警察への通報は、主に駐停車禁止エリア

やバス停の通行に支障になっている状態、

また警告後も移動されないなど、悪質であ

ると判断した場合に実施しておりまして、

その流れといたしましては、駐停車しよう

とする運転者や既に駐停車している車両

に運転者がいる場合は、違法駐車防止重点

地域であること、駐停車できないことを伝

え、啓発チラシを手渡して、駐車場への案

内等を実施しております。 

 また、運転者が不在の場合には、当該車

両のワイパー部分に啓発チラシを挟み込

んでおります。その後３０分以上、駐車が

行われている場合は、警告ステッカーを車

両に挟み込んでおり、活動中に運転者が確

認できた場合には、駐車場への駐車を依頼

し、違法駐車をしないように呼びかけて、

その後、警察に通報する場合もあることを
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通知しております。これらによっても改善

されない場合、警察への通報につながるも

のでございます。 

 続きまして、令和４年度のシェアサイク

ルの取組についてのご質問にお答えいた

します。 

 シェアサイクルの取組は、令和２年３月

に策定した摂津市自転車活用推進計画に

おいて目標としております自転車の利用

しやすいまち、自転車事故のないまちを目

指した本計画の施策でございます。数年前

より、近隣市でシェアサイクルを展開され

ておりましたオープンストリートと公共

交通の機能補完、地域の活性化及び交通渋

滞の低減などに資する新しいシステムと

して、本市の特性に合うかどうか、新しい

市民の足になり得るかどうかといった観

点から、課題なども検証するため、令和４

年４月から実証実験を実施しているもの

でございます。令和４年３月に２２か所に

ポートを設置してスタートし、その後４か

所を新たに設置しまして、２６か所で実施

しております。 

 また、利用促進に向けた取組といたしま

しては、広報紙や市インスタグラムなどで

のＰＲを行うなど、広報活動を実施してお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、３Ｄ都市

モデル活用事業についてのご質問にお答

えいたします。 

 本市の３Ｄ都市モデルは、令和２年度の

国直轄事業により、本市を含む全国５６都

市で先行整備されたものでございます。そ

の後、令和３年３月に設立されました３Ｄ

都市モデルの整備活用促進に関する検討

分科会に本市も参加し、３Ｄ都市モデルの

活用に向けた課題や取組の成果、検討内容、

活用事例などが共有されました。 

 そのような中、本市におきましても、３

Ｄ都市モデルを活用し、市民の利便性向上

につながる取組を推進するため、令和４年

度に３Ｄ都市モデルに様々な情報を重ね

合わせて、可視化することやシミュレーシ

ョンをすることができるデジタルツイン

プラットフォームを整備いたしました。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 質問番号２５番、特

定空家対策事務事業についてのお問いに

お答えさせていただきます。 

 令和４年度に実施した勧告の経過でご

ざいます。本案件につきましては、正雀本

町にある空き家でございます。この空き家

につきましては、一部居住実態があったこ

とから、全ての建物について、特定空家に

指定することができない状況にありまし

た。 

 令和４年１１月に、有識者懇談会を設け

まして、一定要件を満たしたことから、追

加で特定空家に認定するとともに、１２月

１日付で３件に対して、法による勧告措置

を取り、現在に至っておる状況でございま

す。 

 質問番号２６番、多世代同居・近居支援

事業について、補助実績についてのお問い

にお答えさせていただきます。 

 令和４年度の実績につきましては、総数

につきましては４１件の補助を実施して

おります。内訳といたしましては、住宅の

取得補助について２６件、住宅のリフォー

ムについて３件、転居補助については１２

件の補助を実施しております。 

 質問番号２８番、狭隘道路整備事業につ

いてのお問いにお答えさせていただきま
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す。 

 執行率の低さのお問いでございます。こ

の制度につきましては、令和３年に現制度

に見直しておる状況でございます。見直し

によりまして、補助の区域を限定してしま

ったことがございまして、補助の実績的に

は上がっておらない状況です。 

 あと、ＫＰＩについて、目標と乖離があ

るとのお話も少しあったかと思います。こ

のＫＰＩにつきましては、補助によって整

備した距離だけを載せておる状況であり

ます。市内の狭隘道路につきましては、建

築行為によりまして、前面の道路は必要な

幅員がございますことから、建築に伴って、

狭隘道路の改善は順次進んでおる状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関します２９番目の緑化推進連絡会

及び花とみどりの相談所の活動内容につ

いて、お答えいたします。 

 緑化推進連絡会は、摂津市民憲章の精神

に基づき、住みよい生活環境を目指し、花

とみどりのきれいなまちづくりの運動推

進に寄与することを目的として設立され

ました。 

令和４年度の活動内容としましては、樹

木や草花などに関する相談、実践、研修及

びプランターなどの資材配布を通じての

市内花壇活動団体や市民などへの支援、市

民を対象に、花づくり知識に関する講演と

寄せ植えを実施しました。また、受講者２

０名に対し、緑化啓発冊子の配布、それと

チューリップの球根５，６００個を市内に

植栽、お正月用の寄せ植えを実施し、３４

名が参加されるなど、多岐にわたる活動を

行っていただいております。 

花とみどりの相談所は、鶴野３丁目に事

務所があり、緑化に関する知識を持った職

員により、草木や樹木に関する教室の開催、

市民からの相談受け付け、緑化推進連絡会

や市内花壇活動団体の花苗の育成指導と

作業支援などを行う場所として提供して

おります。令和４年度の活動といたしまし

ては、ホームページや広報紙などから募集

した市民７名を対象に、毎年開催しており

ます花と木の実践養成教室を２３回開催、

草花などの相談受け付け、３１４件への対

応、市内活動団体からの現地における相談、

及び作業支援、１１０件への対応、誕生記

念植樹祭に配布する草花の育苗等、多岐に

わたって活動を行っております。 

 続きまして、質問番号３０番、遊具の補

修件数について、お答えいたします。 

 本市で管理しております公園遊具の数

は、令和４年度では、都市公園に３０５基、

ちびっこ広場に３４１基の合計６４６基

ございます。遊具につきましては、毎年委

託により、国土交通省の都市公園における

遊具の安全確保に関する指針に基づき、遊

具の専門家とともに、年１回、総点検を実

施しており、安全であるＡ判定から利用停

止のＤ判定までの４段階で、令和４年度に

おきましての点検結果としましては、Ａ判

定が５６基、Ｂ判定が５０１基、Ｃ判定が

８８基、Ｄ判定が１基でございました。こ

の結果を受けまして、Ｄ判定のゆりのき公

園内にある擬岩遊具を速やかに使用禁止

の上、撤去しております。Ｃ判定では、新

幹線公園内での２基の遊具の取替えを含

め、全体で２９か所の補修を行っておりま

す。 

 以上です。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 
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 それでは、財政の面であります。 

 臨時財政対策債を除くと、経常収支比率

９５．４％となっています。今後ますます

義務的支出が増えていく中、どうしてもそ

れ以外の部分を選択せざるを得ない局面

が出てくるのではないかと、財政課長から

も答弁があったかと思います。 

 以前、本委員会で、集中と選択に相対す

る概念として、分散と修繕という概念をお

話させていただいて、部長とも議論させて

いただいたかと思っています。 

 義務的支出を伴う基礎自治体において

は、分散と修繕は必須であって、その中で

義務的支出以外の部分で選択を強いられ

る。その局面が来ていると思っています。 

 要は、継続的に持続可能な自治体を運営

していく上で、今後増えていくであろう義

務的支出以外の部分をどうやりくりして

いくのかです。その部分について、優先順

位等のお考えがあれば、お教えください。 

 続いて２番目、市たばこ税については、

加熱式たばこが増えた結果ではないかと

のご答弁であったかと思います。 

 ただし、人口がそれほど増えていない中

で、たばこ税が増えている、たばこの消費

本数が増えているところ、あえて私として

は、税負担をしている市民への還元も必要

ではないかと考えています。そのあたりに

ついて、考え方をお教えいただきたい。 

 ３番目、事務報告書の７０ページです。

滞納繰越分の徴収率が４６．５％とありま

す。一般的な見解でも構いませんので、ど

う考えているのかをお教えください。 

 ４番目、キャッシュレス決済に関してで

す。クレジットカード等も含めたキャッシ

ュレス決済になると、一定手数料が事業者

に支払われると考えています。どういう仕

組みになっているのかお教えください。 

 ５番目、総務課です。これは要望にとど

めます。事務報告書によりますと、約２０

０万枚の印刷、市民向けにされているとの

ご説明だったかと思います。 

 ただし、皆さんの机を見ていただくと分

かるとおり、職員がまだ印刷物を持って歩

いている状況を多々見受けられます。市長

がゼロカーボンシティを宣言してから２

年、Ａ４用紙１万枚削減すると、１３．６

キロのＣＯ２を削減できるという調査研

究もあります。そういった部分を意識して、

ペーパーレス化をより強く推進していた

だくように要望します。 

 続いて、６番目、ＤＸ推進事業です。基

幹システムへの適合について、検討された

かと思います。その検討結果について、お

教えください。 

 ７番目です。令和５年度も始まって半年

経過しました。ＬｏＧｏチャットとチャッ

トＧＰＴの連携がある程度、自治体の中で

動きとして見られる部分が出てきていま

す。庁内で令和４年度そういった議論があ

ったのであれば、お教えください。 

 ８番目、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業に

関してです。大阪府警が提供されている安

まちメールというアプリがございます。そ

れは、摂津市と設定すると、摂津市で起こ

った犯罪状況がリアルタイムで入ってく

る仕組みになっています。防犯・犯罪認知

件数を減らす意味において、ある一定の現

場検証が必要かと思っています。現場に赴

いて検証されているかどうかをお答えく

ださい。 

 続いて、防犯カメラ設置事業です。 

 すごく細かいお話になってしまうので

すが、令和４年度末で１３５台を運用され

ているとのことです。光熱水費を台数で割

ると、１台当たりで約３，５００円になっ
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てきます。光熱費が少し高いと思いますが、

根拠があればお教えください。 

 １０番目、自主防災に関してです。 

この件に関しては、第１１回の市政モニ

ターアンケートで、災害時に頼る人がいな

い方の割合が、かなりの数おられました。

防災意識を向上させるためには、啓発が必

要であると考えているのですけども、令和

４年度の内容について、お教えください。 

広域避難シミュレーションに関しては、

どのタイミングにどこで一体何をすれば

いいのか、どういう準備をしなきゃいけな

いのかを含め、マイタイムラインの作成が

必要だと思っています。マイタイムライン

について、まだ市民になかなか周知されて

いない部分、実施されている人も少ないと

思っています。啓発活動について、令和４

年度の取組をお教えください。 

 １２番目、自宅療養者支援パックです。

一般質問でもありました。金曜日の午後に

コールセンターに連絡すると、火曜日の昼

に届く、時間がかかってしまうとの答弁で

あったかと思います。このリードタイムに

ついて、クレームがあったのかをお教えく

ださい。 

 １３番目、資産活用課です。 

これについては、おおよそどこかが分かり

ましたので、運用できるとこは運用してい

ただきたいです。特に健都などでも、コイ

ンパーキングの重要性が非常に高いです。

阪急摂津市駅の周辺は、コインパーキング

がすごく少なく、需要が逼迫していて、大

変だという声も聴いています。需要をしっ

かり見ていただいた上で運用をしていた

だくように、よろしくお願いします。 

 １４番目、地上権に関しては、おおよそ

理解いたしました。これはまたの機会で聞

いていこうかと思います。 

 １５番目、長寿命化計画です。こちらに

ついては、ＦＭの観点を盛り込んでという

ご答弁いただいたと思います。 

 ただ、行政経営戦略では、事後保全が増

えたと報告を受けています。予防保全をし

っかりやっていただく必要があるかと思

っています。 

 それと、公共施設全体に関して、今のま

ま維持すると年間７億円の持ち出しが発

生すると公共施設等総合管理計画の改訂

版の中に書いてあります。今後どうしてい

くのかについて、ご答弁いただきたい。こ

のまま施設を維持管理していくのか、取捨

選択していくのか、ご答弁いただきたい。 

 １６番目、都市再生地籍調査事業です。 

都市計画課長から答弁いただきました。

これこそデジタルツインにしっかりと併

せて運用すべき事項かと思っています。デ

ジタルツインの概念自体が非常に説明が

難しいかもしれないのですが、デジタルで

やっていることとリアルでやっているこ

とを相互に反映していくのが、デジタルツ

インの肝だと思います。そこをしっかりと

やっていただきたい。これは要望とします。 

 １７番目、道路維持事業についてです。 

ＬｏＧｏフォームからの通報については、

大体分かりました。 

 そして、修繕について、プライオリティ

ーのつけ方が一定存在するかと思います。

限られたリソースの中で、どうやってプラ

イオリティーをつけて、修繕に臨んでいる

のか、お教えください。 

千里丘９２号線に関してです。 

おおよそ概要については分かりました

ので、要望にとどめておきます。千里丘９

２号線は、非常に自転車で通行される方が

多いと思っています。こういった場所、し

っかり整備していただいて、有効な空間の
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活用をよろしくお願いいたします。これは

要望とさせていただきます。 

 １９番目、交通安全啓発事業を今回どの

ように取り組まれていったのかについて、

お聞きしました。昨年、大阪府は交通事故

者数がワースト１であった実態があって、

なおかつ自転車での事故が昨年比で２０

０件以上増になっています。 

 自転車事故で重大な事故に遭われた方

の９０％以上がヘルメットを着用してい

なかったとの警察発表もございます。そう

いった中で、啓発事業をどのように行って

おられたのか、ご説明願います。 

 ２０番目、違法駐車対策についてです。 

千里丘三島線については、購入された土

地の部分、結構間隔が広くて、度々そこに

違法駐車されているのを見かけます。ここ

の違法駐車対策について、今どのようにお

考えなのか、お教えください。 

 千里丘５４号線についてです。 

完了予定とスケジュール感について、お

教えください。 

 続いて、違法駐車追放事業です。 

住民からの通報とか、千里丘でも特定の

箇所に常習的に駐車している場所がござ

います。その中でも、常習的に使っておら

れる方がいると思います。常習的に違法駐

車を行っている車に対する対策について、

お教えください。 

 公共交通についてです。 

シェアサイクルについて、２６か所のポ

ートをつけていただきました。どうしても

特定箇所で不足しているところ、もしくは

バッテリーがないなどの状況が見受けら

れます。それに対して、今の考え方をお教

えください。 

 ２４番目、３Ｄ都市モデル活用事業です。

令和４年度については、具体的にどのよう

に取り組まれたのか、お教えください。 

 ２５番目、特定空家対策です。 

３件勧告とのことです。勧告に従わない場

合の流れについて、お教えください。 

 ２６番目、多世代同居です。 

親子の区分、親御さんが摂津市内に来る、

もしくは子どもが摂津市内に来る割合に

ついて、お教えください。 

 ２８番目、狭隘道路に関しては、制度の

見直しにより、執行率が低くなったとご説

明がありました。行政経営戦略で見ても、

ＫＰＩが非常に達成困難と思ってしまう

部分もあります。しっかりとＫＰＩ達成の

ための方策をもう一度練り直す必要があ

ると思います。要望にとどめておきます。 

 ２９番目、花とみどりの相談所と緑化推

進連絡会についてです。 

先週末ぐらいから、金木犀の香りも感じ

られ、いつでも摂津市に花が咲いている状

況は、非常にありがたいと思っています。

一方、ボランティアの方々は年配の方が多

く、大変苦労されている印象を受けます。

若年層の取り込みについて、どう取り組ん

でおられるのか、お教えください。 

 続いて、公園維持管理についてです。 

利用実態を現在把握しておられるのか

どうか、お答えいただきたい。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、質問番号

１番、財政についての２回目の質問につい

て、ご答弁申し上げます。 

 先ほど、今後の事業実施をしていくに当

たりまして、経常収支比率との兼ね合いで

経常事業は、高くなっていく部分があって、

それを抑えていくことも難しいのではな

いかともおっしゃっていただいたと思い
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ます。 

 経常分以外で出てくる事業分について、

今後はもちろん優先順位を考えて取り組

んでいかなければならない状況ではござ

います。 

 その優先順位の考え方と言いますか、そ

れについて、どう考えているかとのことで

あったかと思います。 

 まず、優先順位といたしましては、もち

ろんその事業に緊急性があるのかどうか

はございますが、緊急性の中でも内容につ

いて、例えばそれが人の命に関わるような

安全面の部分で、放っておけない状況であ

りましたら、当然それは最優先になると考

えます。 

 緊急性の中でも、すぐに取り組まなけれ

ば、後でどういう影響が出るのか、ほかの

事業に影響が出るのか。例えば、中期財政

見通し等で取り上げております千里丘小

学校の校舎の建て替えは、子どもたちが学

校で教育を受けるのに、教室がなければ大

変なことになります。そういったことにつ

いては、すぐに取り組まなければ、後でど

ういった影響が出るのかも考えながら、優

先順位の中で、決めていかなければならな

いと思っています。 

 ただ、優先順位がありますけれども、そ

の中でしっかり金額的なものの精査は、行

っていかなければ、当然、経常経費にも影

響を及ぼすこともございます。先ほどＦＭ

のお話でありましたけども、今後しっかり

とした計画を立て、順番に修繕をしていか

なければならない建物もございます。これ

もいつまでも放っておいていいわけでは

ございませんので、そういったこともしっ

かり平準化という中で考えられる財政運

営をしていかなければならないと考えて

おります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 質問番号２番、市たば

こ税の分析で、２回目のご質問に答弁申し

上げます。税負担している市民の方への還

元です。ご存じのとおり、市たばこ税につ

きましては、一般財源になります。喫煙者

の方への還元ということでは、例えば喫煙

施設の充実が一つの例かと思います。あく

までも一般財源で、特定の方への還元とい

うところでは、なかなか難しい部分になっ

てくるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、納税課に関す

る２回目のご質問、質問番号３番と４番に

つきまして、ご答弁をさせていただきます。 

 事務報告書７０ページにございます滞

納繰越分の市税全体の徴収率４６．５％に

関する見解だったと思います。４６．５％

が決して高い数字とは、考えてはございま

せん。 

 しかしながら、滞納繰越分の徴収率につ

きましては、ここ数年、上昇傾向にはござ

います。 

 滞納繰越分の徴収率を上げるためには、

収入額を上げることが重要です。一方で、

現年度分の徴収率を上げることで収入未

済額が減少し、結果的に滞納繰越額が減少

することになり、徴収率の向上につながる

と考えます。滞納になると市民の皆様も支

払いが困難になる場合が多くなることか

ら、現年度分の徴収率を上げることが滞納

繰越分の徴収率の向上にもつながると考

えます。 

 ２回目のキャッシュレス決済における

クレジットカードの手数料等の支払いに

係るお問いにご答弁をさせていただきま
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す。 

 令和４年度におきましては、クレジット

カードについては、まだ導入しておりませ

んので、各コンビニ会社で行っております

バーコードを利用したキャッシュレス決

済に係る手数料等の支払いについてご答

弁をさせていただきます。 

 各コンビニにおいて支払われた市税に

つきましては、収納代行業者に委託をして

おりまして、収納代行業者を通じて市に納

入をしていただいております。収納代行業

者に支払っている手数料といたしまして、

毎月１万５，０００円の基本料と１件当た

り５５円の手数料で、両方とも税別です。

そちらを支払っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

６番、基幹システムの標準化、２０業務に

ついての適合性結果に係るご質問にお答

えいたします。 

 地方公共団体情報システム標準化基本

方針におきまして、標準化基準の適合性の

確認につきましては、標準準拠システムを

利用する自治体が一義的に責任を有して

いるとされております。 

 また、標準準拠システムは、実装を必須

とされている機能と標準オプションとさ

れている機能について、実装することとし、

それら以外の機能は実装してはならない

とされております。 

 そこで、２０業務の各システムベンダー

に対して確認をいたしまして、各ベンダー

が構築をいたしますシステムが標準仕様

に適合する方針であるということを確認

いたしております。 

 続きまして、質問番号７番、ＬｏＧｏチ

ャットとチャットＧＰＴの連携について

のご質問でございます。 

チャットＧＰＴなどの生成ＡＩにつき

まして、自治体での利用におきましては、

今年度に入ってから急激に拡大したもの

と認識をいたしております。 

 令和４年度に何か具体的に庁内での議

論があったかと言うと、特にはございませ

んでした。 

 ただ、今年度の取組にはなりますが、業

務への生成ＡＩの有効性を検証するとい

うことで、ＬｏＧｏチャット上からチャッ

トＧＰＴの試行的な利用を行ったところ

でございます。 

 今後につきましては、これらの結果を分

析いたしまして、さらなる有効活用につい

て、検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 ８番目から１

２番目の２回目のご質問にご答弁申し上

げます。 

 まず、防犯灯の設置においての現場確認

でございます。防犯灯の新規設置につきま

しては、毎年度、自治連合会の総会がござ

います。そちらで自治会への防犯灯の設置

申請をご案内して、ご要望がございました

ら、申請書を提出いただいております。 

 設置に当たっては、まず夜間の現場状況

を確認した上で、要望箇所の土地調査や、

あるいは電柱に共架できるかを調査し、可

能となれば、設置に向けて業者への発注を

いたしております。 

 次に、防犯カメラの光熱水費を台数で割

ると、３，５００円になり、少し高いので

はないかとのご質問でございます。 

防犯カメラの電気料金につきましては、

関西電力と定額電灯の契約を結んでおり
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ます。基本料金に当たる需要家料金及び燃

料調整費に加えて、各区分の料金を従量計

算しております。こうした契約を踏まえて、

電気料金を算定してございまして、昨年度

中に生じた燃料調整費や料金単価の変動

を考慮しますと、１台当たり、年間３，５

００円から４，０００円ぐらいで推移する

ことになります。 

 それから、市政アンケートにおける令和

４年度の防災意識啓発、防災力を高めるた

めの啓発事業についてのご質問でござい

ます。 

令和４年度の防災啓発につきましては、

広報紙６月号において、水害時や地震時の

避難所の配置をはじめ、地震時と水害時の

避難方法や備蓄品等の事前の備えなど、特

集記事を掲載しております。 

 また、水害への危険性の避難の考え方を

整理した防災ブックを使った出前講座も

始めておりまして、地震時、水害時の防災

の意識の向上に努めているところでござ

います。 

 次に、マイタイムラインの啓発活動につ

いてでございます。マイタイムラインの普

及につきましては、昨年３月に作成方法な

どを記載しました防災ブックを全戸配布

させていただいております。また、昨年度

からつどいの場や福祉団体、福祉事業者の

集まりに参加させていただきまして、マイ

タイムラインの必要性や作成方法につい

て、ご説明させていただいたり、広く市民

の皆様の目に届くよう努めてまいりまし

た。 

 そして、防災サポーターを対象に、マイ

タイムラインの作成説明会を開催しまし

て、防災サポーターに登録している１０３

名中、４８名の方にご参加いただいており、

地域の皆様に普及していただくようお願

いしているところでございます。 

 最後になりますけれども、支援パック配

送における利用者からのクレームの有無

についてでございます。 

こちらについて、支援パックの配達での

問合せにつきましては、主に電話やホーム

ページからでございます。その内容の多く

は、対象者に係る基準のお問合せや、また

申込み方法などのお問合せがほとんどで

ございまして、ご説明しても、なかなかご

理解いただけないようなクレームはなか

ったものと認識しております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号１５番で

ございます。公共施設の全体をどうしてい

くのかだったと思います。 

 施設を再編するのか、それとも長寿命化

していくのかは、施設の法定耐用年数の５

年前を起点として、検討していくこととし

ております。 

 具体的には、施設のソフト面として公共

性であるとか、有効性、非代替性などの項

目を評価していきます。 

 あと、ハード面、こちらについても評価

していきます。 

 耐震性であるとか、健全性、機能性など

の項目を評価するということでございま

す。 

 その評価結果に基づいて、課題を整理し

て、その上で、施設を再編するのか、長寿

命化するのかをしっかりと庁内で議論を

して、方針を出していくことが重要である

と考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、質問番号１

７番、２回目、ＬｏＧｏフォームによる情
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報提供に対する優先順位の決め方に関す

るご質問にお答えいたします。 

 損傷に関する情報は、ＬｏＧｏフォーム

以外にも、電話やメール、市民の直接の来

庁などでも寄せられ、また職員で実施する

日常の道路パトロールでも報告がありま

す。これら情報の提供を受けた際には、ま

ずは直接職員が現場確認し、その場で補修

材での対応や除草など、様々な対応を実施

しております。補修材でも一定の効果を得

られますが、道路利用者の安全や利便性確

保の観点に基づき、修繕工事での対応が必

要と判断した場合には、損傷の大きさや範

囲などの損傷状況、交通量や通学路など、

路線の重要度、振動や騒音など、周辺環境

への影響などから優先順位をつけ、順次、

修繕工事を実施しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 交通安全啓発

事業における自転車事故の多発を踏まえ

た安全対策のご質問について、お答えいた

します。 

 啓発活動としましては、先ほど答弁させ

ていただきました各種街頭キャンペーン

などの安全啓発運動、その場で実施してお

ります。令和４年度、１１月１日に警察庁

から出されている自転車安全利用五則が

改正されていまして、もともと子どものみ

のヘルメット着用だったところ、全ての方

がヘルメット着用になり、きちんと守って

行こうという五則になっておりますので、

そちらのチラシを作成しまして、各キャン

ペーンでも配布しております。 

 そちらに併せまして、自転車の活用推進

計画も道路交通課で進めております。こち

らは啓発とは少し違うかも分かりません

が、自転車は原則、車両として、車道を通

行することと、車道の走行は、左側の通行

であること、この自転車の通行ルールを意

識づけるために、矢羽根型の路面標示の設

置も進めておりまして、令和４年度につき

ましては、新在家鳥飼上線ほか６路線にお

いて、約１．７キロメートルの設置をいた

しました。 

 続きまして、千里丘三島線道路改良事業

における仮設歩道への駐車対策の対応に

ついてのご質問にお答えいたします。 

委員からご指摘の箇所は、買収後の敷地

がまだ更地になっている部分でございま

して、その前面に歩道の空間がございます

ので、違法駐車される可能性があることは

認識してございます。 

 また、現場からＪＲの駅へ向かった千里

丘駅南交差点付近におきまして、令和４年

度に駐車車両が発生して、歩行者の通行を

阻害した案件が発生しております。その際

には、歩道内への進入を防止するポストコ

ーンを設置して、対応したという経過がご

ざいます。 

 対象箇所につきましても、今後、違法駐

車が頻発することがありましたら、同様の

対応を考えていきたいと思っております。 

 続きまして、千里丘東５４号線道路改良

事業の完成時期とそれまでのスケジュー

ルについてのご質問にお答えいたします。 

対象の工事自体は、もう既に発注を終えて

おりまして、現在、工期末である令和５年

１２月１５日までの完成を目指して、鋭意

工事中でございまして、年内には供用予定

でございます。 

 続きまして、違法駐車追放事業における

常習的な駐車への対応についてのご質問

にお答えいたします。 

 常習的な駐車がある場合におきまして

も、原則、先ほどの答弁と同様の対応とな
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りまして、悪質な場合は警察へ通報するな

どの連携した対応を行っております。ご指

摘のとおり、住民からの強い要望がある場

合には、その地域を地域パトロールにて重

点的に回るなどの啓発活動を行っており

ます。 

 続きまして、シェアサイクルの自転車の

破損や充電不足に関する対応についての

ご質問にお答えいたします。 

 シェアサイクルは、好きな場所とタイミ

ングで自転車の貸し出しや返却ができる

サービスとなっておりますので、一時的に

ポートにある自転車に偏りが発生するこ

とはございます。本市におきましては、こ

れまで事業協力していただいているオー

プンストリートが本市の西側からシェア

を伸ばしており、本市は東の端に今の時点

では位置しておりますので、その偏りが発

生しやすくなっていることも承知してお

ります。自転車の偏りに対する対応といた

しましては、状況に応じた事業者による自

転車の補充が実施されており、市からも、

事業者に対して、適宜補充して、利用の機

会の損失をできる限りなくすよう要望し

ております。自転車の充電不足に関しまし

ても、快適に安全な状態で自転車が利用で

きるよう、事業者に要望しているところで

ございます。 

 今後は、さらに周辺自治体への普及が進

むとともに、改善されていくものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○三好義治委員長 休憩前に引き続き、再

開します。 

 答弁を求めます。 

 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、３Ｄ都市

モデルを活用した令和４年度の具体的な

取組についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 ３Ｄ都市モデルは、防災、まちづくり、

環境、観光、交通といった様々な分野での

活用が見込まれるものでございます。本市

におきましては、まずは防災の観点で、市

内水路に設置されております水位計と連

携させ、水位計の値をリアルタイムで表示

し、公開いたしました。 

 このことによりまして、降雨時の水位の

変化が現地に行かず確認できるようにな

りますので、特に水位上昇時における市民

の安全かつ迅速な自主避難につながるこ

とを期待しております。 

 ３Ｄモデルの活用事例につきましては、

様々な分野で事例が増えてきている状況

にございますので、今後も市民の利便性の

向上といったことを第一に考えつつ、様々

な分野での活用を検討していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 特定空家の今後の

予定でお答えさせていただきます。 

 令和４年度に勧告を実施し、現状といた

しましては、現地に建物が残っておる状態

でございます。 

 これにつきましては、代執行に向けた動

きを順次、進めておるところでございます。 

 これまでの勧告後の動きといたしまし

ては、６月に命令を出す前に意見を聴くと

いうことで、命令前の事前通知という手続

が法に定められております。 

 その手続が今終わっておる状態で、今月

中に有識者懇談会の開催を予定しており
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まして、その開催後に、今度は命令という

手続を予定いたしております。 

 代執行に向けた手続を順次踏んでおる

ところでございます。本市といたしまして

は、自主的な対応対策についても求めてい

くということも並行して動いております。

今年度に入りまして、権利者間で話し合っ

てもらうということで、この案件について

は権利者が多数いらっしゃって、遠方にい

らっしゃることもあり、市でそういう場を

設けませんかと提案をいたしました。今回、

市に集まっていただいて、話し合いの場も

設けていただいたところでございます。 

 多世代の同居・近居支援事業についてで

す。補助利用者の親世帯・子世帯の傾向、

割合でございますけど、まずリフォーム補

助と転居補助につきましては、親世代・子

世代に大きな偏りはない状況でございま

す。ただし、住宅取得に関しましては、子

世代の利用が大半を占めておる状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、２９番目

のご質問の２回目の緑化活動に携わる中

で高齢化が進み、それに基づく若年層の取

り込みについて、どんなことを啓発されて

いるかについてのご質問にお答えします。 

 委員のおっしゃるとおり、緑化のみなら

ず花壇活動において、これらボランティア

活動の中でも高齢化は一層進んでおり、若

年層の方をいかにして取り込むかについ

ては大きな問題であると認識しておりま

す。 

 そのような中で、令和４年度につきまし

ては、１回目のご質問でもお答えしており

ますが、花と木の実践養成教室は年齢に関

係なく募集を行っております。 

 その際に、若干名でありますが、若年層

の応募もございました。この応募の中で活

動している状況を、教室の開催ごと、ホー

ムページに即時アップして広く見ていた

だけるような取組を行いました。 

 さらには、平和公園にて、草花でも人気

の高いバラを使用したイベントを開催し、

ここでも若年層の方が参加していただい

ていることもありましたので、花壇活動の

啓発活動を行っております。 

 今後につきましても、様々なコンテンツ

を活用し、精力的に啓発活動を行ってまい

りたいと考えております。 

 続きまして、３０番目の質問の２回目で

す。遊具の利用実態について把握をしてい

るかにつきましてですが、公園やちびっこ

広場は、誰もがいつでも利用できる憩いの

空間であり、遊具におきましても、誰もが

安全・安心に使用することができなくては

なりません。そのためにも、日頃からのパ

トロール等による点検や補修は必要不可

欠であります。 

 しかしながら、遊具の数だけではなく、

周辺の状況や地域のニーズ等により変化

もあることから、利用の実態の把握には現

状至っておりません。 

 今後も利用者の方々が安全・安心に遊具

を使用していただけるよう維持管理に努

めながら、利用実態の把握についても、手

法などを含め研究検討してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 ３回目は全て要望とさせていただきま

す。 

 まず、財政についてです。 

 民間のシンクタンクの調査によります
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と、大体、摂津市が財政健全度でいうと大

阪府下で２位もしくは３位、全国でも４０

位もしくは４１位と、ほぼトップクラスの

財政健全度であると判断されています。 

 しかしながら、小規模自治体であるがゆ

えに、財政出動が続くと、急激に悪化する

ことも、懸念せねばならないと思います。 

 実態を把握しながら、人口減少局面に入

っていく場面ですので、これまでにない状

況を鑑みながら、一層の財政健全化を図っ

ていただきたい。よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、市たばこ税に関してです。 

 市たばこ税に関しては、これは難しいと

ころですけども、健康に資するためにも使

える一般財源です。 

 少し語弊があるかもしれないですけど、

不健康に向かっている人が税金を納めて、

健康を推進するまちでありながら、不健康

な人の財源に依存する二律背反的な部分

があります。市たばこ税に関しては、将来

の扶助費を減らす意味でも、付加されてい

る税項目でもあると思います。しっかりと

この辺は、また見ていきたいと思います。 

 続きまして、不納欠損と滞納繰越金に関

しては、おおよそ理解いたしました。それ

ぞれのご事情によって繰越しせざるを得

ない、納付することができない方もおられ

ると思います。家計が急変することもある

かと思いますので、一層丁寧な説明をお願

いいたします。 

 収納事務事業です。 

 キャッシュレス決済については、広く進

めていただいて、また、ウエートを占める

部分でもございます。今後、しっかり取り

組んでいただきたい。 

 ６番目、ＤＸの関係です。 

 行政手続のオンライン化については、ど

んどん周知を図っていただきたい。令和４

年度はＤＸ推進係を設けられました。今後

の業務効率化の上では、ＤＸ推進係が旗振

りをして、しっかりと庁内を調整していく

役割が必要になります。情報政策課のウエ

ートが非常に重要になると思います。 

 人員とか予算については、市長公室へ質

問をさせていただきます。この重要性を認

識していただいて、ＤＸの拡大に努めてい

ただきたい。 

 そして、ＬｏＧｏチャットとチャットＧ

ＰＴとの連携については、先進事例も出て

きていますので、随時研究していただきた

い。 

 ＬｏＧｏチャットを業務上のツールと

して使用する以上、職員同士でのＬＩＮＥ

による連絡は一切禁止としていただきた

いと私は思っています。というのは、しっ

かりと共有、管理ができるＬｏＧｏチャッ

ト上でのみ業務連絡をする。この辺は強く

要望させていただきます。 

 続いて、防災危機管理でございます。 

 ＬＥＤ防犯灯については、一定効果があ

る部分があります。随時、点検、そして修

繕等も含め、やっていただきたい。警察と

の連携や、危ないなと思った部分について、

要望があればつけていっていただきたい。

これも要望にさせていただきます。 

 防犯カメラについてです。 

 光熱費に関しても理解いたしました。防

犯カメラについては、全部を市が丸抱えす

るのではなく、運用に関しては民間の力を

活用することも考えて、スキームをつくっ

ていただきたい。これも要望にします。 

 自主防災についてです。 

 ＬＩＮＥの友達登録数が今３万７，００

０人ぐらいいますので、こういったところ

でつなげていっていただきたい。 
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 また、私の家がある三宅地区でも１２月

に自主防災訓練があると聞いていますの

で、ぜひ参加させていただきます。 

 広域避難シミュレーションです。広域避

難に関しては、現状何が問題かというと、

マイタイムラインを使うに当たって、その

トリガーとなる部分がまだ決まってない

ことに尽きると思っています。 

 先日、防災危機管理課から、安威川ダム

供用開始に合わせて、危険水位が変わった

という報告も受けております。自分がどの

タイミングで避難するのか。先ほど都市計

画課からは、内水氾濫に関するテレメータ

ーとの連携でお話がありました。外水に関

しても、一定連携していただいて、マイタ

イムラインに反映できる取組を進めてい

ただくようによろしくお願いいたします。 

 自宅療養者支援パックについてです。こ

れは本当に、ありがとうございましたとし

か言いようがございません。市内業者にも、

よろしくお伝えください。本当にありがと

うございました。 

 続きまして、１５番です。 

事後保全事象が増えているとの結果が

出てきています。特に鳥飼八町の部分は、

建設からもう４８年経過して、検討時期に

差しかかっていると思われます。 

 いろいろ政策空き家等もあるかとは思

いますけども、総合的な観点で見ていただ

きたい。特に、鳥飼まちづくりグランドデ

ザインの観点から見ても、鳥飼八町は田園

エリアになっているかと思います。そうな

れば、用途として、長寿命化を図っていく

上では、一定のグリーンツーリズムの拠点

とすることを考えてもいいのではないか

と私は思っています。 

 こういった点を入れていくと、また、大

阪都心から近い場所でグリーンツーリズ

ムが体験できる拠点として、八町団地の有

効活用ができるのではないかと思います

ので、ご検討いただければと思います。 

 続きまして、１７番、道路維持事業のプ

ライオリティーのつけ方等々をご説明い

ただきました。 

 道路維持事業は非常に大事だと思いま

す。日本の道路維持管理能力は世界でもト

ップレベルであると思っています。 

 摂津市でも、常日頃から見回っていただ

いてありがとうございますとしか言いよ

うがないです。パトロールカーにＡＩカメ

ラを搭載するなど、先般の本会議で水谷議

員の質問でもあったかと思います。路面標

示が消えているだとか、そういった細かい

部分をＡＩで判別することも、今後、可能

になってくると思います。そういったとこ

ろに有効活用していただくようによろし

くお願いいたします。 

 続いて、１９番目、交通安全啓発事業で

す。非常に自転車の需要が高まるにつれて、

自転車同士の事故、そしてロードバイクは

非常にスピードが出るということで、事故

が起きやすい状況が出てきています。 

 今週月曜日も、市役所の裏の道と中央環

状線が交差する橋桁の橋脚の部分で、見通

しが悪いですから、自転車同士でぶつかっ

た事故がありました。ちょうどその現場に

通りかかったもので、警察も来て検証され

ていました。危険箇所はしっかり点検して

いただいて、フィードバックして、必要で

あれば反射器をつける等々やっていただ

きたい。 

 千里丘三島線です。今後、工事が進むに

つれて、違法駐車の拠点とならないように

だけお願いしておきます。 

 千里丘東５４号線につきましても、供用

開始間近ということで、これもスケジュー
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ルどおり進めていってください。 

 しかしながら、竹の鼻側は、狭隘な道が

続いていますので、引き続きお願いいたし

ます。 

 違法駐車追放事業です。 

 どうしても特定の部分に集中している

ように思います。千里丘であればＪＲ千里

丘駅の歩道橋の下側の部分、鶴野であれば、

青少年運動広場の横とかに結構、集中して

いるイメージがあります。随時見ていただ

いて、違法ですよと周知してください。 

 公共交通の部分についてです。 

 シェアサイクルは、今後、進展があって、

どんどん広がっていけば、こういった特定

箇所の不足もなくなっていくと思います。 

 ちょい乗りには適しているけども従量

課金制で使えば使うほど高いところがあ

り、この前、４時間ほど乗ったら、３，５

００円ぐらい取られました。 

 そういったところがあって、サイクリン

グには適していないです。だから、サイク

リングに適した課金制度に見直してほし

いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ３Ｄ都市モデルについてです。 

 先ほどのご説明で、内水氾濫について、

具体的な取組をやっていただいたという

ことです。今後は、外水氾濫のデータとか、

先進事例として、シンガポールがスマート

シティとして取り組んでいる事例もあり

ます。そういったところを見ていただいて、

どんなことにマッピングできるのか研究

していただくようにお願いいたします。 

 特定空家対策でございます。 

 権利者関係の調整をやっていただける

ことは非常にありがたいと思います。そう

いった話し合いの場を設けていただくこ

とで、こんがらがった紐を解いていただい

て、解決に向かえばいいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 多世代同居については、住居取得に子世

代が多いとのことであります。特に高齢化

の進む鳥飼地区は、選ばれるまちとして、

若い世代、子どもの世代に住んでいただけ

るまちとして、どんどん認知していってい

ただけるようにやってもらえばと思いま

す。引き続きよろしくお願いいたします。 

 ２９番目、花とみどりの相談所と緑化推

進連絡会について、若年層の取り込みにつ

いても理解いたしました。 

 最近は、若年層に多肉植物をすごく育て

ている方が多くて人気です。そういったと

ころも敏感に取り入れ、さらに、取り組ん

でいっていただきたい。 

 この活動自体が、二酸化炭素を減らす視

点で、今後、どれぐらい花を育てたので二

酸化炭素を減らすことができましたとい

う活動につながっていけばいいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 公園の維持管理と遊具補修です。 

利用実態について、今後、検討されると

のことです。市の庁舎裏にある、背を伸ば

すことができるものは、有効だと思ってい

ますし、気に入っています。 

 ただ、三島地区のふれあいづつみにある

懸垂や、跳馬みたいなものもあり、非常に

ハードルの高い遊具が、設置されていると

思います。そこも見極めていただいて、も

っと利用促進に寄与していただきたい。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、以上となります。 

○三好義治委員長 塚本委員の質問が終

わりました。 

 次に、香川委員。 

○香川良平委員 それでは、令和４年度決

算に基づき質問をさせていただきます。 

 情報政策課、質問番号１番、決算概要５
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２ページ、ＤＸ推進事業についてお聞きい

たします。 

 行政手続のオンライン化やＡＩ、ＲＰＡ

等を利活用し、業務効率を向上させていく

ことを目的に始まった事業であります。ま

ず１回目で、令和４年度の取組内容につい

てお聞かせをください。 

 次に、道路交通課、５点あります。 

 質問番号２番、自転車等鉄屑処分金につ

いてお聞きします。 

 予算書では、雑入で自転車等鉄屑処分金

として、５万円が予算に上がっておりまし

た。決算書では項目がなくなっております。

処分されていないためだと思います。こち

らの説明をお願いいたします。 

 次、質問番号３番、決算概要１１６ペー

ジ、正雀駅南自動車駐車場管理事業につい

てお聞きします。 

 土地借上料１９６万２，０００円の予算

額に対して、決算額が１８６万２，９００

円となっており、９万９，１００円の差異

が出ております。差異の理由についてお聞

かせください。 

 次、質問番号４番、ＪＲ千里丘駅西口の

駐輪場についてお聞きします。 

 こちら、公益財団法人自転車駐車場整備

センターに委託をされている事業です。市

の所有であることから決算書には上がっ

ていませんが、質問させていただきます。 

 予算を使っていないので決算書へ反映

されてないのは分かるんです。市の所有財

産を使って駐輪場を運営しています。実績

ぐらいは事務報告書等に載せていただき

たいと思いました。これは意見です。 

 １回目は、令和４年度の実績についてお

聞かせください。 

 次、質問番号５番、事務報告書２６９ペ

ージ、自転車駐輪場等の管理事業について

お聞きします。 

 事務報告書では、各管理事業の１年間の

合計だけが分かるものでありまして、非常

に見にくいと感じます。 

 令和３年度までの事務報告書は月別に

分かれており、さらに、利用者が一般と学

生、障害者の三つの区分となっておりまし

た。定期利用が１か月なのか、また３か月

なのかが分かるようになっておりました。 

 令和４年度から、簡略化された資料にな

った経緯についてお聞かせください。 

 次、質問番号６番、決算概要１２０ペー

ジ、自転車通行空間整備事業についてお聞

きします。 

 自転車を利用しやすいまち、自転車事故

のないまちを目指し、摂津市自転車活用推

進計画に基づき、自転車通行空間整備事業

が令和２年度から進められております。 

 行政経営戦略を見ますと、自転車ネット

ワーク路線整備率が、令和４年度実績で２

０.１％の整備率です。 

 令和７年度までに５９％の整備率が目

標となっております。どのようなスケジュ

ールになっているのか、確認の意味でお聞

かせください。 

 次、防災危機管理課、質問番号７番、決

算概要１３６ページ、防災対策事業の防災

士取得費用助成金についてお聞きします。 

 予算額６０万円に対して、決算額１４万

２，０００円で、４５万８，０００円が未

執行となっております。 

 １回目で、令和４年度の取組内容につい

てお聞かせください。 

 次、水みどり課、質問番号８番、決算概

要１２８ページ、公園維持管理事業につい

てお聞きします。 

 公園並びにちびっこ広場の除草作業に

ついてお伺いします。シルバー人材センタ



- 30 - 

 

ーと造園業者が除草業務を請け負ってい

ます。その作業内容の違いについてお聞か

せください。 

 次、納税課、質問番号９番、市税徴収率

についてお聞きします。 

 決算概要１７ページ、市税の調定額、収

入額及び収入割合の中の軽自動車税につ

いて、徴収率９５.２％となっております。 

 市税の中でも一番低い徴収率となって

おり、気になるところであります。 

 未済額は数字で出て分かるのですが、未

済件数については分かりません。対象が何

件あって、何件が未済であるのかについて

お聞かせください。 

 以上、９点です。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

１番、ＤＸ推進事業の令和４年度の取組に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 主な取組といたしましては、汎用電子申

請システムを利用いたしましたオンライ

ン手続の拡大について取り組んでおりま

す。 

 従来から、講座やイベントの申込みなど

はオンライン化しておりました。そこに加

えまして、令和４年度には、一部の請求書

の押印義務を廃止したことによりまして、

新たに支援金支給事業などでもオンライ

ン手続を開始いたしております。 

 また、基幹システムの標準化につきまし

ては、国が策定いたしました標準仕様書に

準拠しましたシステムへの移行について、

令和７年度末までに完了する必要がある

とされているものでございます。 

 令和４年度には、まず現行システムのカ

スタマイズ状況の調査を行いまして、標準

仕様書との差分の分析作業に向けた準備

を行っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 自転車鉄屑処

分金についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 令和２年度から人生１００年ドライブ

事業において、これまで処分していた引き

取り手のない自転車を希望する方へ無償

譲渡を実施しております。 

 令和４年度は、３４台の放置自転車を無

償譲渡いたしました。その後も譲渡する自

転車を確保するため、処分がなかったこと

から、ゼロ円になったものでございます。 

 続きまして、正雀駅南自動車駐車場管理

事業の土地借上料についてのご質問にお

答えいたします。 

 予算計上時に、土地の評価額の上昇を考

慮しておりましたけれども、令和５年度の

土地価格が上昇しなかったことから、差異

が出ているものでございます。 

 続きまして、千里丘駅西自転車駐車場の

令和４年度の実績についてのご質問にお

答えいたします。 

 事務報告書への記載とのご意見をいた

だきました。事務報告書におきましては、

地方自治法の第２３３条第５項の規定に

ありますように、決算を議会の認定に付す

にあたっての必要な資料として、主要な施

策の成果を説明するものとして作成して

ございます。 

 したがいまして、事務報告書へは、市営

の自転車自動車駐車場の実績を記載して

いるものでございます。 

 令和４年度の千里丘駅西自転車駐車場

の実績といたしましては、自転車の一時利

用につきまして、延べ総数が定数８５１台

に対し、２６万４，０９２台、利用率にし

て８５％、定期利用は、契約台数１万５，
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２０９台、定数が１，２４０台で、利用率

が１０２.２％となっております。 

 バイクの一時利用は、延べ総数が２万２

８７台、定数が１４９台で、利用率が３７.

３％、定期利用は、契約台数総数１，３０

８台、定数１９２台に対しまして、利用率

が５６.８％となっております。 

 続きまして、事務報告書の記載方法につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 ご指摘のとおり、令和４年度から駐車場

の管理や利用状況について、月別ではなく

年間の合計で利用状況を報告する形に変

えております。 

 その理由につきましては、月別での実績

に特に大きな変動がないことから、年間実

績を記載する形に変えているものでござ

います。 

 続きまして、自転車通行空間整備事業の

スケジュールのご質問にお答えいたしま

す。 

 摂津市自転車活用推進計画に基づきま

して、令和２年度から令和１１年度までの

１０年間で、約２３.６キロメートルの矢

羽根型路面標示を整備する予定でござい

ます。事業実施初年度からおおむね３年以

内で整備する短期整備路線、その完了後か

らおおむね２年以内で整備する中期整備

路線、さらに、その完了からおおむね５年

以内で整備する長期整備路線に区分して

推進しております。 

 令和４年度末時点で、短期整備路線の約

８２％が完了しまして、令和５年度はその

残りと中期整備路線の整備を進めており

まして、おおむね計画どおり進捗している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 防災士取得費

用助成金の令和４年度の実績についてご

答弁申し上げます。 

 防災士取得費用助成金につきましては、

防災サポーターとして地域の防災活動の

中心的な担い手になっていただくこと、こ

れを条件に、特定非営利活動法人日本防災

士機構が認証した方に対しまして、資格取

得に要した費用の５０％、３万円を上限に

補助しております。 

 令和４年度の実績につきましては６名

の方に補助しており、その内訳としまして、

３万円が４人、それから、１万８，０００

円が一人、４，０００円が一人の計１４万

２，０００円となっております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 水みどり課に関し

ます８番目のご質問、シルバー人材センタ

ーと造園業者の除草作業の内容について、

お答えいたします。 

 市内には、都市公園が４２か所、ちびっ

こ広場が９６か所、緑地・緑道が３４か所

ございます。 

 公園やちびっこ広場は、誰もがいつでも

憩える空間として安全・安心にご利用いた

だけるようにするため、除草は、環境維持

の観点からも重要な作業となっておりま

す。 

 除草作業の内容でございます。シルバー

人材センターには、市場池公園などをはじ

めとする都市公園、ちびっこ広場、緑地・

緑道の除草を主に人力による草刈り機を

使用し、草刈り機では届かない範囲や、刈

り残し部分は鎌を使用して行っていただ

いております。 

 造園業者には、主に安威川及び大正川河

川敷公園、明和池公園にあります緑の遊歩

道などを、車両による草刈りと車両では近
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寄れない範囲と刈り残し部分を人力にて

行っております。 

 また、ちびっこ広場におきましては、シ

ルバー人材センターだけではなく、地元自

治会などの団体により、ちびっこ広場管理

補助金を活用していただき、草刈り機や鎌

を使用して除草並びに清掃作業を行って

いただいております。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、９番目のご質

問にお答えさせていただきます。 

 決算概要１７ページ、市税の調定額収入

額及び収入割合の中で軽自動車税の収入

割合が９５.２％となっている内容につい

てでございます。 

 軽自動車税の内訳といたしましては、環

境性能割と種別割の現年課税分と滞納繰

越分が含まれております。 

 環境性能割につきましては、大阪府が代

理徴収したものであることから、対象件数

につきましては把握しておりません。 

 種別割につきましては、現年課税分で２

万３，９０６件、課税をさせていただきま

して、未納件数につきましては７０３件と

なっております。 

 滞納繰越分につきましては、１，５８９

件を滞納繰越分として課税をさせていた

だきまして、未納は９７２件となっており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 香川委員。 

○香川良平委員 それでは２回目です。 

 質問番号１番、ＤＸ推進事業です。 

 行政経営戦略では、令和７年度までにＡ

Ｉ、ＲＰＡ等の利活用により削減した業務

時間が１，０００時間、オンライン申請が

できる行政手続数を１６項目にすること

を目標としております。 

 目標達成に向けて、どのような予定を立

てておられるのかお聞かせください。 

 質問番号２番、自転車等鉄屑処分金につ

いてです。 

 事務報告書２６８ページ、放置自転車等

対策事業です。移動状況、返却や人生１０

０年ドライブの譲渡台数がそれぞれ確認

できるのですが、放置自転車の在庫につい

ては分からない状況であります。 

 在庫管理は行っているのか、現在の在庫

状況についてお聞かせください。 

 質問番号３番、正雀駅南自動車駐車場管

理事業についてです。 

 この事業は、公益財団法人自転車駐車場

整備センターに委託して行われている事

業であります。 

 料金収入が入ってこない代わりに、運営

費において市の負担はなく、委託業者が負

担すると聞いております。 

 運営の全てを任せている状況でありま

すが、果たして現状でいいのか疑問に思う

ところもございます。 

 例えば、この駐車場は２２時以降の料金

精算ができないと聞いております。今どき

時間制限がある駐車場は珍しく、非常に使

い勝手が悪いと感じます。 

このような現状で、利用者が一体どれぐ

らいいるのか、令和４年度の実績について

お聞かせください。あわせて、利便性向上

のため、２４時間料金精算が可能な駐車場

に変えていくべきと思うのですが、市のお

考えを聞いておきます。また、変更するに

当たり必要な手続について、どのようなも

のがあるのか、お聞かせください。 

 質問番号４番、千里丘駅西口にある自転

車駐車場についてです。 

 ＪＲ千里丘駅西口の利用者においては、

恐らく大半が吹田市民であると認識して
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おります。 

 定期利用の利用者、吹田市民と摂津市民

の割合について、お聞きしておきます。 

 質問番号５番、事務報告書２６０ページ、

各管理事業です。 

 今までの詳細な資料が簡略化されたの

は、月ごとの変動が少ないという答弁だっ

たかと思います。 

 この事務報告書を見ていると、収容台数、

一時利用台数、定期利用台数、合計だけが

書かれていて見にくいと感じました。 

 令和４年度の詳細が分かる資料を頂き

たいのですが、資料請求をお願いします。 

 資料を前に戻してほしいと思うのです

が、いかがですか。質問です。 

 質問番号６番、自転車通行空間整備事業

についてです。 

 摂津市自転車活用推進計画の目標の一

つとして、自転車事故のないまちを掲げて

おられます。 

 令和４年度実績で２０.１％まで整備を

いたしました。以前と比べて自転車の事故

は減っているのかお聞かせください。 

 質問番号７番、防災士取得費用助成金に

ついてです。 

 地域防災の担い手となる人材の育成及

び確保を図り、地域防災力の向上に寄与す

ることを目的として、防災士取得費用助成

金制度は平成３１年４月から始まりまし

た。これまでの累計を教えてください。 

 質問番号８番、公園維持管理事業です。 

 ご答弁から、除草作業については三つに

分けて依頼しているとのことです。 

 作業内容や契約方法によって作業単価

が違ってくると思うので、その辺りの内容

についてお聞かせください。 

 次、質問番号９番、軽自動車税の徴収率

についてです。 

 未納未済件数が７０３件ということで

す。 

 私が議員になった平成２９年度の決算

では、軽自動車税の徴収率は９２％であり

ました。そこから比べると少し改善したの

かと感じておりますが、まだまだ低い数字

だと思います。 

 担当課として、この数字をどう捉えてい

るのかお聞かせください。 

 また、未納者へのアプローチについて、

どのような取組を行っているのかお聞か

せをください。 

 ２回目、以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、２回目の

行政経営戦略の目標達成に向けて、どのよ

うな予定を立てられているかとのご質問

にお答えいたします。 

 まず、ＲＰＡにつきましては、各課から

の相談であったり要望であったりを、情報

政策課の職員がヒアリングをまず行わせ

ていただいておりまして、処理件数であっ

たり、処理頻度、それから現在の手作業で

の所要時間などを基にしまして、ＲＰＡへ

の活用について判断をいたしております。 

 その中で、削減効果があると考えられま

す場合につきましては、情報政策課でもシ

ナリオの作成を支援しながら、導入業務の

拡大に取り組んでおるものでございます。 

 今後につきましても、他の自治体で活用

が進んでおりますので、そうした活用事例

を調査いたしまして、各担当課に働きかけ

を行ってまいりたいと考えております。 

 また、オンライン申請につきましては、 

まず、各課での行政手続の洗い出しをいた

しまして、その中で国のデジタルガバメン

ト実行計画に定められた手続であったり、

年間の処理件数が多いものについて、優先
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してオンライン化を進めているものでご

ざいます。 

 ＲＰＡ、それからオンライン申請、どち

らにつきましても、そのシナリオをつくっ

たり、申請フォームなどをつくったりと担

当職員自身でメンテナンスができるよう

に、それらのツールを取り扱える職員を増

やしていくことが重要な課題であると考

えております。 

 これらを習得できますよう、研修などを

するとともに、継続してオンライン化等に

向けて、各課の支援を進めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 自転車鉄屑処

分金に係る放置自転車の在庫状況につい

てのご質問にお答えいたします。 

 移動保管した放置自転車台数は年度ご

とに管理しておりまして、移動保管台数か

ら、引き取りに来られた台数と無償譲渡台

数を差し引いた台数が在庫となっており

ます。 

 在庫は、無償譲渡の際に希望者が多様な

自転車を選択できるよう、また、その自転

車整備に必要な部品として使用しており、

令和４年度の在庫数は１７３台となって

ございます。 

 続きまして、正雀駅南自動車駐車場管理

事業の令和４年度の実績と利便性向上に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 正雀駅南自動車駐車場の管理運営を行

っている公益財団法人自転車駐車場整備

センターは、公益性やガバナンスなどの厳

格な基準を満たす公益財団法人でありま

して、自転車利用者の利便の増進や、道路

交通の安全と円滑化を図り、地域社会の健

全な発展に資することを目的として設立

されているものでございます。 

 このような法人における管理運営は、利

用者のニーズに対応した質の高いサービ

スや、自転車の活用推進への貢献などの新

たなニーズにも積極的な対応が可能であ

りますので、適切であると考えております。 

 令和４年度の自動車利用実績としまし

ては、約４，０００台の利用がございまし

た。 

 また、２４時間利用可能とならないかと

のお問いにつきましては、整備時の工事説

明会の際に、駐車場利用に伴う騒音に対す

る要望があったため、その対策として、現

在は２２時３０分までの利用としている

ところでございます。 

 市としましては、利用者からの延長要望

や、当時からの周辺環境の変化もないこと

から、現時点では変更は考えておりません。

なお、２４時間化に対応するとなった場合

の手続につきましては、管理運営している

自転車駐車場整備センターにより対応す

るものでございます。 

 続きまして、千里丘駅西自転車駐車場の

定期利用者の割合についてのご質問にお

答えいたします。 

 定期利用者のうち、吹田市民の割合は約

８４.６％で、その他は摂津市や茨木市な

どのばらつきがございます。 

 続きまして、事務報告書の各管理事業の

実績の詳細資料についてのご質問にお答

えいたします。 

 事務報告書２６９ページの記載内容は、

駐車場の管理や利用状況を報告するもの

で、その実態を把握して、状況変化への対

応にも活用しております。 

 今回の変更において、これまで記載して

いなかった各施設の収容可能台数を記載

するなど、今後も決算における主要な施策
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の成果を説明する資料として、より分かり

やすい報告書となるよう努めてまいりた

いと考えております。 

 なお、これまでどおり、詳細の実績につ

いては、当然ながら管理運営者から報告を

受けて把握しております。 

 続きまして、自転車通行空間整備事業に

おけます矢羽根型路面標示による整備効

果についてのご質問にお答えいたします。 

 矢羽根型路面標示の整備効果につきま

しては、令和４年度に職員による自転車交

通調査を実施した結果、整備前と比較しま

して、歩道を走行する自転車や車道を逆走

する自転車の割合が低下していることが

分かりました。 

 これは、矢羽根型路面標示の整備により、

自転車の通行空間としての必要な幅員を

自転車と自動車の両方に認識させ、自転車

が車道を走行することに対する抵抗感が

低下して、安心して走行できる効果がある

ことを示しておりまして、事故の減少につ

ながるものと考えております。 

 今後も自転車事故のないまちを目指し

て、計画的かつ着実に整備を進めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 次に、竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 防災士取得助

成金のこれまでの累計についてご答弁申

し上げます。 

 防災士取得費用助成金については、令和

元年から開始して以降、令和元年度が５名、

令和２年度が１１名、令和３年度は４名で

推移しております。令和４年度を含めて、

２６名が補助を受けている状況でござい

ます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、除草単価

の違いについてお答えさせていただきま

す。 

 除草単価は、シルバー人材センターから

提出された除草及び清掃作業の単価見積

りから決めております。 

 除草回数といたしましては、都市公園及

び緑地・緑道は年２回、ちびっこ広場は年

１回としております。 

 造園業者におきましては、市内の登録造

園業者７社に樹木剪定や伐採等の維持管

理作業の項目に、除草を含めた単価見積り

を依頼し、その中から最低単価を採用して

おります。 

 除草回数としましては、河川敷公園が年

３回、緑の遊歩道が年３回としております。 

 地元自治会などの団体につきましては、

摂津市ちびっこ広場管理補助金交付要綱

に基づき、毎年申請のあった団体に対し、

交付基準にあるちびっこ広場の面積によ

り定めた額を補助しております。 

 除草回数としましては、各団体で決めて

いただいております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、２回目のご質

問に対してお答えさせていただきます。 

 委員がご指摘のとおり、軽自動車税の収

納率につきましては、平成２９年度から令

和４年度につきまして、年々増加している

状況ではございます。 

 ただ、ほかの税目と比べますと、低い状

況は変わりません。 

 納税課といたしましては、特に税目で分

けることなく、未納になった場合は、ほか

の税目と同様に対応を行っておりますが、

どうしても車検がない原付等につきまし

ては、税額が低いこともありまして、ほか
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の税目と比べて少し納税意識が、低くなっ

ているのではないかと考えているところ

でございます。 

 それと、未納されている方に対してどの

ような対応を取っているかです。まずは、

督促状や催告状の送付を行い、あわせてコ

ールセンターから、納付をお忘れではない

かと納付勧奨をさせていただきます。 

 その後、納付勧奨を行った後も納付がな

い場合については、預貯金や給与の調査を

行い、差押さえ予告等を行った上で、それ

でもご連絡がない場合については、差押さ

え等の滞納処分を行っております。 

 連絡があった場合については、対象とな

る軽自動車を今もお持ちですかとか、その

内容も確認をさせていただいて、もう乗っ

てないということであれば、廃車等の手続

のご案内をさせていただいているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、３回目です。 

 質問番号１番、ＤＸ事業についてです。 

 しっかりと計画を立ててやっていくと

の答弁だったと思います。 

 デジタル化が進んでいくことは業務時

間の削減、ひいては市民サービスの向上に

寄与するものだと考えております。行政経

営戦略に設定している目標が達成できる

ように、しっかりと計画を立てて取り組ん

でいただきますようにお願いをして質問

を終わります。 

 質問番号２番、自転車等鉄屑処分金につ

いてです。 

 令和４年度の在庫が１７３台で、人生１

００年ドライブに使うから置いていると

認識しました。今後もよろしくお願いいた

します。 

 質問番号３番、正雀駅南自動車駐車場管

理事業についてです。 

 利用実績４，０００台あるとのことです。

思ったより多くの利用者がいると率直に

感じました。 

 市としては、今のところ変更の予定もな

い、変更する場合、自転車駐車場整備セン

ターが機材等の費用負担については対応

するとの理解です。 

 土地が市の所有で、本当にお金がかかっ

ていなければ、これでいいのかと思うので

すが、大阪府に賃料として１９０万円ほど

払っています。見た感じ、そんなに稼働し

ているように感じません。せっかく駐車場

として使っているわけでありますから、も

っと稼働率を上げていくほうがいいと思

います。２４時間営業にしたら、稼働率が

上がるのかどうか分からないですけど、料

金設定についてもそうですし、考えていけ

る部分はいろいろあると思います。委託し

ていますけれども、いろいろ調査研究して

いただきますようにお願いいたします。 

 質問番号４番、ＪＲ千里丘駅西口の駐輪

場についてです。 

 定期利用の吹田市民８４.６％、その他

が、摂津市民とほかにもいるとの答弁でし

た。 

 吹田市側は、一定落ち着いたと感じます

が、まだまだ住宅開発がこれから進んでい

くと思います。ということは、ＪＲ千里丘

駅の西口駐輪場利用者は、もっともっと増

えていくと感じます。 

 今後の展開はどう考えているのか。先ほ

どの答弁で、定期利用率１０２％とあった

ので、定期待ちの状況も出ているかと思う

ので、今後ますます需要が高まって、待ち

が多くなるのかというイメージです。今後

の展開をどう考えているのか、聞いておき
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ます。 

 質問番号５番、事務報告書２６９ページ、

各管理事業についてです。 

 新たに収容可能台数の記載もした、今後

も分かりやすい資料づくりをやっていく

ということでありました。こちらについて

は理解いたしました。 

 ただ、どうしても気になるので、以前ま

での月別の資料を請求させてもらえたら

と思います。よろしくお願いします。 

 質問番号６番、自転車通行空間整備事業

についてです。 

 事故の件数が減っているかの答弁がな

かったですけど、交通ルールが以前より守

れているとの答弁でした。事故減少にはつ

ながっている理解でいます 

 計画も立てて取り組んでいるので、整備

率についても、今後もよろしくお願いいた

します。 

 質問番号７番、防災士取得費用助成金に

ついてです。 

 引き続き、地域防災力向上に寄与する防

災士を増やしていく取組、今後もよろしく

お願いいたします。 

 水みどり課、公園管理維持事業です。 

 公園やちびっこ広場、誰もが気持ちよく

利用していただきたいと感じます。除草作

業は重要であると思います。 

 答弁でありましたけど、自治会解散、自

治会離れから存続が難しい状況で、除草作

業もできない状況になっているところも

あると聞いています。 

 その中で、除草補助金を受けながらも除

草作業を行っている自治会があるので、非

常にありがたいと思っています。 

 今後、自治会離れ、自治会解散もある中

で、除草作業を市にお願いすることになっ

てくることもあるかと思います。 

 その辺の対策も、今後しっかり考えてく

ださい。今後も、利用者目線に立った除草

を続けていただけるようにお願いします。 

 質問番号９番、軽自動車税の徴収率につ

いてです。 

 以前よりは徴収率が増えているとはい

え、まだまだ低い認識であるとの答弁だっ

たと思います。 

 未納者へのアプローチ等々もしっかり

行っていただけていると思うので、今後も

徴収率向上に向けて取り組んでください。 

 あわせて、キャッシュレス決済、先ほど

塚本委員からもありました。納税者の利便

性向上に寄与するものだと思うので、今後、

検討していただくようお願いします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 先ほどの資料請求が

ありました。資料は一度、委員長が見ます

ので、よろしくお願いします。 

 それでは、答弁をお願いします。 

 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 千里丘駅西自

転車駐車場の利用者の需要増への対応に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、吹田市側の開発

など需要の高まりは認識しております。自

転車駐車場整備センターからも、自転車の

一時利用人数が増加傾向にあるとの報告

を受けているところでございます。 

 今後の対応といたしましては、管理運営

を行っている整備センターから、場内での

一時利用と定期利用の配置替えやラック

の増設などの対策を検討していると聞い

ているところでございます。 

 駐車場の目的としましては、道路交通の

円滑化であったり、自転車の利用増進がご

ざいます。現在の千里丘西口エリアにおい

て、放置自転車の移動保管台数の増加など
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は見られないものの、今後の状況の変化に

ついては注視してまいります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 香川委員の質問が終

わりました。 

 次に、南野委員。 

○南野直司委員 １７点あります。要望も

ありますけども、どうかよろしくお願いし

ます。 

 １番目、決算概要４８ページ、市立集会

所管理事業です。 

集会所の省エネルギー対策の取組の一

環といたしまして、令和４年度における照

明機器のＬＥＤ化の取組内容をお聞きし

ます。また、進捗状況も併せて、４９集会

所のうちの幾つの集会所で照明のＬＥＤ

化が実施されているか、教えてください。 

 ２番目、ＤＸ推進事業についてです。 

令和４年６月に、公共インフラとして地

域ＢＷＡサービスの実施に係る協定を締

結されました。 

 大手通信キャリアとは異なる周波数の

電波を活用して、地域の公共サービス向上

を目指した電気通信業務用の無線システ

ムであります。摂津市における公共施設で

のＷｉ－Ｆｉ環境が大きく進展すると期

待をしております。この地域ＢＷＡサービ

スの取組についてお聞かせください。 

 ３番目、ＬＥＤ防犯灯と防犯推進事業に

ついてです。 

 ＬＥＤ防犯灯の設置などによる犯罪の

ないまちづくりの推進であります。令和４

年度におけるＬＥＤ防犯灯と防犯推進事

業の主な取組内容について、改めてお聞か

せください。 

 ４番目、犯罪被害者等支援事業、決算概

要５２ページです。 

 令和４年度における犯罪被害者等の支

援の実績についてお聞かせください。 

 ５番目、決算概要１３６ページ、防災資

機材及び備蓄用品整備事業です。 

 令和４年度の備蓄食品の更新について

お聞かせください。 

 次に、６番目、同じく１３６ページ、防

災対策事業についてです。 

 出前講座や自主防災組織主催の自主防

災訓練実施のときに、家庭における食料等

の備蓄に対する啓発についてお聞かせく

ださい。 

 ７番目、決算概要１２４ページ、特定空

家対策事務事業についてです。 

令和４年度の大阪府との連携を中心に

した主な取組内容について、お聞かせくだ

さい。 

 ８番目、同じく１２４ページ、多世代同

居・近居支援事業につきましては、要望と

させていただきます。 

決算概要を見ましても、執行率が９９.

８％でありました。これは私自身もすばら

しい制度と思っています。多くの方が利用

していただいているものだと認識をして

おり、三世代のファミリースマイルサポー

ト制度であります。建築課に当たるかどう

か分からないですけども、新婚の方を支援

する制度が摂津市にはないという市民の

声があります。 

 大阪市では家賃補助などやっています。

他の自治体でも、多くの独自の新婚支援事

業として、３０万円を補助したりしており

ます。例えば、ご夫婦のどちらかが、摂津

市におって、結婚しても摂津市で暮らして

いく場合、３０万円を補助している自治体

があります。 

 この多世代同居・近居支援事業について、

知恵を絞っていただいて、何か新婚の支援

をくっつけることはできないか。 
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 新婚支援についての具体案はないです

けども、三世代ファミリースマイルサポー

ト制度はありますと、市民の方には伝えて

います。 

 今日は副市長が二人とも出席されてい

ますし、総務部長も出席されています。ど

うか知恵を絞っていただいて、今のニーズ

に合った摂津市独自の制度ができないか

と思います。どうかよろしくお願いします。 

 これは要望としておきます。 

 ９番目、決算概要１２４ページ、３Ｄ都

市モデル活用事業です。 

摂津市の水路の水位計をリアルタイム

で表示できるとのことです。台風・大雨等、

災害時の避難情報としてご活用ください

ということで、私も見させていただきまし

た。市役所のパソコンでは普通に見れたと

思うのですが、自分自身が使っているスマ

ートフォンで、スムーズに見れなくて、か

なり重たいソフトだと感じました。 

 災害のときに、水路があふれるのは心配

だという声をいただいた際、水位計が見れ

るから、これをご紹介しようと思いました

が、スマートフォンで果たして見れるか疑

問に感じています。少し重たい気がします。 

 少しは改善していると思いますけど、課

長からご答弁いただきたいので、よろしく

お願いします。 

 次、１０番目、決算概要１２８ページ、

電気機関車等公開事業についてです。毎週

日曜日に新幹線公園で、０系新幹線及び電

気機関車車両の内部公開を実施していた

だいております。令和４年度から、シティ

プロモーションの観点を踏まえたパンフ

レットを配布されました。令和４年度にお

ける電気機関車等公開事業の主な取組に

ついて、お聞かせください。 

 決算概要１２８ページ、１１番目、公園

遊具補修事業についてです。 

 令和４年度に、小さな子どもからおじい

ちゃん、おばあちゃん、いわゆる高齢者の

人まで多くの方に利用いただけるよう、市

民からの要望等を踏まえた対応を検討し

ていただいていると思います。 

 行政経営戦略の進捗状況で、令和４年度

に掲載されておりました。その中身につい

て、ご答弁をお願いします。 

 次、１２番目、決算概要１１６ページ、

交通安全啓発事業についてです。 

 高齢者や自転車利用者を対象とした令

和４年度の安全対策の取組内容について

お聞かせください。 

 次に、１３番目、決算概要１１６ページ、

交通安全推進協議会補助事業です。 

 大阪府は、令和４年度交通事故死者数で

はワースト１位でありました。交通安全意

識の向上に向けた令和４年度の取組内容

についてお聞かせください。 

 次、１４番目、決算概要１１８ページ、

公共交通整備事業についてです。 

 シェアサイクルは、午前中から多くの議

論がありましたので、要望にさせていただ

きます。シェアサイクルにつきまして、私

自身は摂津市の地形に即した移動手段で

あると本当に思っています。 

 摂津市内、自転車で走っていますと多く

の方が電動アシスト自転車を利用されて

いると感じております。摂津市とオープン

ストリート株式会社と大阪工業大学とで、

しっかりと今後も連携を取っていただき

たい。大学が持っておられる知識でしっか

り分析された結果を基に、ポートの設置等、

利用促進に向けてください。また、ウェブ

での周知やアンケート調査もしていただ

いております。多くの方がこういうシェア

サイクルがあることを知っていただける
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ように、今後もよろしくお願いします。 

 これは要望としておきます。 

 １５番目、決算概要１１８ページ、市内

循環バス運行補助事業、そして公共施設巡

回バス運行事業、あわせてご質問させてい

ただきます。令和４年度の市内循環バスと

セッピィ号の利用状況、コロナ禍の影響と

回復状況も含めて、見通しについてお聞か

せください。 

 １６番目、決算概要１２０ページ、交通

安全対策事業です。 

 令和４年度におけるハンプ設置に関す

る取組内容と、設置後の市民の声や反響や

効果についてお聞かせください。 

 最後、１７番目、決算概要１２０ページ、

街路灯修繕事業についてです。 

 市内街路灯の点検及び修繕について、令

和４年度の取組をお聞かせください。 

 以上です。１回目、終わります。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

１番、市立集会所のＬＥＤ化についてお答

えいたします。 

 照明設備のＬＥＤ化は、電力消費量が少

ないことから、省エネルギー化につながる

とともに、蛍光灯に比べても寿命が長いこ

とから、そういった利点もございます。 

 集会所につきましては、不具合が発生し

たところから、また利用頻度が高いところ

から、順次、改修を行っているところでご

ざいます。 

 令和４年度末において、２２の集会所で

ＬＥＤ化を完了しておりまして、２７か所

が未実施となっております。 

 引き続き、施設の状況に応じて集会所の

ＬＥＤ化を進めていく予定でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 それでは、質問番号

２番、地域ＢＷＡ事業の取組についてのご

質問にお答えいたします。 

 まず、地域ＢＷＡにつきましては、公共

サービスの向上やデジタルデバイドの解

消等、地域の公共福祉の増進に寄与するこ

とを目的とした無線サービスでございま

す。 

 令和４年度には、通信事業者と地域ＢＷ

Ａを活用いたしまして、災害時における避

難所の情報通信手段の確保と公共施設の

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を図る内容の協定

を結んだものでございます。 

 通信事業者から提供をいただいたサー

ビスは大きく三つございます。 

 一つ目が、市内避難所４０か所への災害

時用Ｗｉ－Ｆｉスポットの提供、二つ目が、

子育て総合支援センター、正雀市民ルーム、

正雀体育館、鳥飼体育館、味生体育館の５

施設へのフリーＷｉ－Ｆｉアクセスポイ

ントの設置、三つ目が、持ち運び可能なモ

バイルルーター１０回線の提供でござい

ます。 

 このモバイルルーターにつきましては、

各課のオンライン講座などの事業で活用

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 質問番号３番

から６番までのご質問にご答弁申し上げ

ます。 

 まず、１点目のＬＥＤ防犯灯等防犯推進

事業の令和４年度の主な取組についてで

ございます。 

 令和４年度の防犯推進事業につきまし

ては、防犯協会が春の地域安全運動や全国

地域安全運動の期間に、特殊詐欺防止や女

性被害防止などの防犯キャンペーンを駅
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前などの街頭活動、それから、摂津青色自

転車パトロール隊及び摂津青色ウオーキ

ングパトロール隊を８月に発足されてお

り、地域の見回り活動を実施していただい

ております。 

 また、自治会などからの要望を踏まえて、

防犯灯を新たに２８灯設置しておるとこ

ろでございます。 

 次に、令和４年度の犯罪被害者等の支援

の実績についてでございます。 

 犯罪被害者支援事業につきましては、平

成２０年３月に条例制定し、同年７月１日

から見舞金の支給、それから家賃補助など

の支援制度を開始しております。 

 令和４年度の犯罪被害者等支援制度に

おける支援実績につきましては、面談での

相談が９件と、被害に遭われた３名の方へ

の障害見舞金１０万円を支給しておりま

す。 

 続きまして、令和４年度の備蓄食糧、こ

ちらの更新について、ご答弁申し上げます。 

 令和４年度の備蓄食糧については、各避

難所に備蓄している食料品を消費期限が

当該年度に到来するアルファ化米など６

品目を更新してございます。 

 災害発生時に避難所運営が円滑に実施

できるよう、備蓄品の管理を行っていると

ころでございます。 

 最後に、出前講座や自主防災主催の防災

訓練の実施等に、家庭におけるその食料等

の備蓄に対する啓発についてのご質問に

ご答弁申し上げます。 

 令和４年度の防災に係る出前講座につ

きましては、地震時や水害時の市の防災対

策、それから、子ども向けの防災クイズ、

避難所運営ＨＵＧ訓練など、自治会のご希

望に応じて１８回実施しており、適宜、水

害時や地震時の避難に必要となる食品等

と、それから備蓄物資の持ち運びの注意点

などをお話ししているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 空き家に関する府

との連携についてのご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 空き家に関して、府との連携になります

と、空家等対策の推進に関する特別措置法

に該当しない短期の空き家や、一部居住の

長屋等の対応になってくるかと思ってお

ります。 

 これにつきましては、建築基準法による

指導となりまして、大阪府からの指導にな

ります。 

 市民から通報や相談がありました場合

には、市では、空家等対策の推進に関する

特別措置法の対象となる建物と同様に、現

地の調査等を実施いたします。それが建築

基準法の違反に該当するとなりましたら、

その調書等を作成いたしまして、大阪府に

報告し、大阪府から指導いただくような連

携を取っておる状況でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、市内水路

の水位計のリアルタイム表示に関するご

質問にお答えいたします。 

 本市で現在公開しておりますページに

つきましては、摂津市の３Ｄ都市モデルに、

水路の水位を１分ごとに読み込んで、それ

を連携させて取り込んで表示させている

ものになっております。 

 こちらにつきましては、データが重たく

てなかなか表示に時間がかかる状況にあ

る一方で、アクセスされる方の通信環境で

すとか、使用される機器の性能にも左右さ
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れるところがございます。簡単に全ての機

器で動作も軽く表示するのは難しい部分

はあると考えております。 

 ただ、現在、摂津市で公開しているペー

ジにつきましては、パソコンでの閲覧を想

定しておりますので、今後は、スマホや携

帯でも閲覧できる対応も可能と思ってお

ります。表示方法についてもまだまだ工夫

の余地はあると考えておりますので、いろ

いろな事例とかを研究しながら検討を進

めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関します質問の１０番目、新幹線車両、

電気機関車車両の公開の令和４年度にお

ける啓発活動についてお答えいたします。 

 シティプロモーションの観点から、新幹

線公園の啓発活動におきましては、パンフ

レット以外では、市ホームページや市広報

紙、また、春の時期や新幹線などの特集を

組まれる民間情報誌からの問合せがあっ

た場合には周知を行っていただいており

ます。 

 特に、新たに行ったこととしまして、新

幹線公園は、桜の開花時期に来場者が増え

ることから、桜の開花状況をお知らせする

ため、職員が実際に現地に赴き、二、三日

おきに現地での開花状況を写真に撮り、ホ

ームページで公開いたしております。 

 さらに、公園内に設置されている遊具で、

前後に動くスイング遊具、これをリンクミ

ニと申しますが、新幹線とセッピィの形の

ものが子どもたちに人気がありまして、こ

ういった物の取替えを行っております。 

 次に、１１番目のご質問の公園の遊具に

ついてでございます。 

 我々、水みどり課におきまして、公園の

苦情・要望は多数寄せられています。これ

はほぼ毎日、何かしら要望がございます。 

 その中には、公園の除草であったり、害

虫の発生であったり、いろいろありますが、

その中でも公園遊具につきまして、危険な

状況にあるだとか、あるいは、公園遊具を

もう少しこうしたものに替えられないか

といった要望も寄せられております。 

 実際、その中には、大型遊具から未就学

児遊具、健康遊具と幅広くご要望はいただ

いております。先ほど塚本委員のところで

もご答弁させていただきましたが、遊具を

使っていただくお子様たちの安全・安心を

確保するために、まずは維持管理の徹底を

させていただいております。 

 その上で、修繕が必要になった場合には、

遊具を新たなものに取り替えていくよう

なことも考えつつ、今進めております。 

 今、１０番目でお話しさせていただいた

新幹線公園におけるリンクミニという遊

具について、今までだと、少しペンキが剥

げてしまうと形が何なのか分からない、本

当は怪獣であったり動物であったりする

ものが分からない状況もありました。新幹

線公園であれば新幹線、それと最近、セッ

ピィの形の遊具も取り付けております。 

 あと、さくら公園におきましては、ブラ

ンコになりますが、今までバケット型、要

はおむつ型と言われる小さなお子さんで

も乗れるようなブランコも設置してきて

おります。今回はインクルーシブ遊具とし

まして、誰もが安全に使える座面が大きめ

の遊具も１基、実験的に設置しております。

さくら公園も子どもたちが多いところで

すので、使われ方等を見ているところであ

ります。 

 実際に様々な子どもたちがいろんな発

想を持って遊んでいただいている遊具と



- 43 - 

 

認識しております。 

 今後につきましても、こういった遊具の

修繕時、あるいは要望の内容で、本当にで

きそうな内容であれば、即時対応していく

考えを持って、公園遊具の整備については

進めてまいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 交通安全啓発

事業の高齢者や自転車利用者を対象とし

た安全対策のご質問についてお答えいた

します。 

 まず、高齢者に向けましては、各種キャ

ンペーン、交通安全運動等においても啓発

を行っておりますが、高齢者向けの交通安

全教室を開くといったことも実施してお

ります。また、人生１００年ドライブ事業

において、６５歳以上の市内在住の高齢者

で、運転免許証を自主返納された方の移動

手段の確保を目的としても、希望される方

に引き取り手のない放置自転車を提供し、

その際に警察官による自転車利用に関す

る安全教室を実施して、交通安全啓発に努

めておるところでございます。 

 自転車の安全対策につきましても、啓発

としましては、速度抑制等を啓発する電柱

幕等を設置しております。経年劣化により

機能を果たさなくなった電柱幕について

も、市民の方からのご連絡や職員により発

見した際に適宜張り替えなど、適切に対応

しております。 

 続きまして、交通安全推進協議会補助事

業における取組についてのご質問にお答

えいたします。 

 交通安全意識の向上には、ルールをしっ

かり守ることが大切だと考えておりまし

て、自転車に乗り始める時期である小学校

３年生を対象とした自転車教室や、幼稚園

等の園児を対象とした教室、一般向け・高

齢者向けの各交通安全教室により、その意

識の向上を図っているところでございま

す。 

 続きまして、市内循環バス運行補助事業、

公共施設巡回バス運行事業のお問いにつ

いてお答えいたします。 

 市内循環バスは、ＪＲ千里丘駅から阪急

正雀駅、別府地域を経由して、市役所前、

千里丘駅前の循環、また鶴野橋からＪＲ千

里丘駅への系統で運行しておりまして、近

鉄バスにその運行に係る補助金を交付し

ております。 

 利用状況につきましては、令和４年度の

１便当たりの平均乗車数は５人で、年間延

べ人数は１万４，５８２人となっておりま

す。 

 公共施設巡回バスにつきましては、ふれ

あいの里から市役所間の公共施設への運

行を行っており、１便当たりの平均乗車数

は７.４人で、年間延べ人数は２万７，０

９５人となっております。 

 令和４年度の利用実績は、コロナ禍の影

響が少なかった時期の水準に戻りつつあ

りますけれども、公共交通を取り巻く環境

は厳しさを増しております。令和４年度か

ら、公共交通のあり方検討会において、市

民の安全・安心な移動手段の維持確保に向

けて、市内の交通の現状や課題、特性を踏

まえながら検討を進めているところでご

ざいます。 

 続きまして、交通安全対策事業におけま

すハンプ設置の取組に関するご質問にお

答えいたします。 

 令和４年度は、一津屋１丁目と２丁目の

市道南別府鳥飼上線で２か所設置いたし

ました。 

 ハンプの設置は、本路線において２６か

所設置する計画で、進捗率としましては約
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８％になります。 

 市民の方々からの反響といたしまして

は、設置位置を決めるワークショップにお

いて、参加いただいた沿道住民の方々から

は、間違いなく速度が低下したとの喜びの

お声をいただいているところでございま

す。 

 数字的にも、ビッグデータ（ＥＴＣ２．

０）を用いた整備前と後のデータを比較し

ておりまして、ハンプ付近の平均速度につ

いては、約１０キロ低下したという結果が

得られております。 

 一方で、一部の方からは、振動と騒音と

いった苦情が寄せられております。効果が

大きい反面、その副作用とも言える現象も

発生しておりまして、今後、実施していく

ためには、合意形成が大切になると考えて

おります。これについては、丁寧に進めて

いく必要があると考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、街路灯修繕

事業におけます令和４年度の取組につい

てのご質問にお答えいたします。 

 道路照明灯は、市内におよそ１，０００

基以上ありまして、道路管理課では職員に

よる道路の日常パトロールや、市民からの

ＬｏＧｏフォーム及び電話等による情報

提供などを基に、日々これら施設の維持管

理に努めております。 

 また、毎年、施設のうち５０基を対象に、

道路照明施設点検業務委託を発注し、国の

点検要領を基に、知識と経験を有する点検

員による点検を実施するとともに、全基数

を対象に、職員による夜間時の点灯の有無

を確認する夜間照明灯点検も実施してお

ります。 

 令和４年度でも、昨年度までと同様、こ

れら点検を実施しております。 

 また、これら点検や情報提供により、照

明灯の損傷や不点灯などが確認された場

合には、玉替えや灯具の取替え、支柱基部

の防食塗装など修繕工事を実施し、対応に

努めております。 

 令和４年度の取組につきましては、以上

でございます。 

○三好義治委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁ありがとうござ

いました。 

 それでは、１番目です。 

 市立集会所管理事業の中で、課長から 

集会所の照明ＬＥＤ化について、ご答弁を

いただきました。４９ある集会所の中で２

２が終わって、あと２７が残っているとの

ご答弁をいただきました。 

 照明器具をＬＥＤに替えたり、あるいは

エアコンを新しいものに替えたり、電気製

品をそういった新しいものに替えていく

と省エネで環境に配慮した取組につなが

ると思いますけども、かなりハードな取組

であります。照明をＬＥＤに替えるとか、

電気製品を省エネのものに替えること以

外で、何か環境の配慮につながる取組があ

りましたら、教えてください。 

 ２番目のＤＸ推進事業の中で、地域ＢＷ

Ａサービスの中でのＷｉ－Ｆｉについて、

ご答弁いただきました。ご答弁の中で五つ、

子育て総合支援センター、正雀市民ルーム、

あと、市内の三つの体育館で、フリーＷｉ

－Ｆｉが使えると答弁いただきました。市

役所の庁舎で、一回試験的に災害を想定し

た使い方の考えを教えてください。 

 ３番目、ＬＥＤ防犯灯等犯罪推進事業の

令和４年度の主な取組について、課長から

ご答弁をいただきました。昨年の８月に発
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足されました摂津青色自転車パトロール

隊及び摂津青色ウオーキングパトロール

隊の活動内容について、お聞かせください。 

 ４番目の犯罪被害者等支援事業につき

まして、答弁をいただきました。この犯罪

被害者支援制度を市民の方へ、さらに広く

周知することについて、お聞かせください。 

 ５番目、防災資機材及び備蓄用品整備事

業の中で、備蓄食糧の更新について詳しく

ご答弁いただきました。防災危機管理課の

ホームページを見ておりますと、摂津市に

おける備蓄状況が確認できます。 

 各備蓄数の目標を超えていると示され

ております。例えば、上町断層帯地震で想

定される避難者をカバーできるのかどう

か、お聞かせください。 

 次、６番目、防災対策事業です。 

 出前講座についてご答弁いただきまし

た。積極的な出前講座の開催が非常に大事

であると思います。この出前講座の開催に

ついての考えについて、お聞かせください。 

 ７番目、特定空家対策事務事業につきま

して、大阪府との連携を課長からご答弁い

ただきました。もう１点お聞かせいただき

たいのは、空き家活用についての他市の事

例収集に令和４年度も取り組まれたと行

政経営戦略の進捗状況に載っております。

内容についてお聞かせください。 

 ９番目、水路の水位をリアルタイム表示

で、いろいろスマートフォンでも見えるよ

うに今後は考えていくとのご答弁をいた

だきました。 

 今後は、各河川も映像に反映していくん

だと認識をしております。ぜひスマートフ

ォンで、家じゃなくても出先でも見れるよ

うにしていただきたい。よろしくお願いし

ます。要望しておきます。 

 次に、１０番目、電気機関車等公開事業

について、課長から詳しくご答弁をいただ

きました。 

 市役所の駐車場に止められて、子ども連

れの方が歩いて新幹線公園まで行かれる

姿をよく見かけます。以前に、他の議員も

言われていたかもしれないですけども、市

役所の駐車場から新幹線公園までは結構

距離があります。お父さん、お母さんと喋

りながら、楽しくわくわくしながら新幹線

公園へ行くこともいいのかと思います。例

えば、その道中に新幹線についてのクイズ

など置いていただいて、楽しく公園まで行

けるような取組、展開ができないかと思い

ます。知恵を絞っていただいて、そのよう

な視点で、考えていただきたいので、どう

かよろしくお願いします。要望としておき

ます。 

 次、１１番目、公園遊具補修事業の取組

について、小さな子どもから高齢者の方ま

でいろんなご要望をいただいているとい

うご答弁をいただきました。例えば、新た

な遊具を公園に設置する場合、その地域の

小学校に声をかけていただいて、児童にい

ろんなアイディアを出していただいて、子

どもたちのアイディアを生かした遊具を

設置していただきたい。 

 その子どもたちが、大人になって、摂津

市から引っ越して、故郷の摂津市に帰って

きたとき、この遊具はお父さん、お母さん

がアイディアを出して設置した遊具なん

だよと言える、そういう夢のある公園づく

りをぜひしていただきたいので、どうかよ

ろしくお願いします。要望としておきます。 

 １２番目、交通安全啓発事業の中で、高

齢者の方への自転車利用に係る安全対策

等についてご答弁をいただきました。高齢

者や自転車利用者に向けた安全対策をし

っかり実施していただいていることは理
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解いたしました。 

 もう１点、人生１００年ドライブの周知

についてお聞かください。 

 １３番目、交通安全推進協議会補助事業

の中で、様々な取組を課長代理からご答弁

いただきました。例えば、学校・園での交

通安全教室の実施のとき、保護者の方が一

緒に参加されている小学校や幼稚園はあ

るのか、令和４年度の取組の中で教えてく

ださい。 

 続きまして、１５番目、市内循環バス運

行補助事業、そして公共施設巡回バス運行

事業につきまして、状況についてご答弁を

いただきました。 

 令和４年度の行政経営戦略の進捗状況

を見ますと、この二つのバス、コロナ前と

乗車率、乗車数を比べておられます。公共

施設巡回バスが平成３１年度と比べて、１

年間で２，０００人少なかったと書いてあ

ります。セッピィバスは、平成３１年度と

比べて５，０００人多かったとのことです。 

 それだけの差が出ていると思います。今、

公共交通のあり方検討委員会を実施して

いただいております。その中で地域公共交

通計画の策定に向けて、どうかいろんな知

恵を絞っていただいて取り組んでいただ

きますよう要望とさせていただきます。 

 １６番目、交通安全対策事業です。 

 ハンプの設置で、市民のお声があったこ

とについて、課長代理からご答弁をいただ

きました。 

 もう１点、未就学児移動経路の安全対策

について、令和４年度の取組をお聞かせい

ただきたい。 

 最後、１７番目、街路灯修繕事業につい

て、課長からご答弁いただきました。この

街路灯の点検、夜間の業者委託もあったと

思うんです。市の職員の方がパトロールを

されていることがありましたら、街路灯を

確認しに回られているのかどうか、お聞か

せください。 

 以上で終わります。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

１、集会所におけます環境に配慮した取組

でございます。 

 まず、ハード面です。これは照明設備の

ＬＥＤ化ができていないところは順次、進

めてまいります。 

 ハード面以外の取組といたしましては、

使う方の意識を持ってもらうことで、省エ

ネ化の取組は可能だと考えております。 

 例えば、エアコンの設定温度を適切な温

度に設定にしたり、またエアコンのフィル

ターを掃除すること、これも省エネ化につ

ながると考えております。 

 このような具体例を挙げながら発信し

ていくことで、使われる方の意識が高まっ

て、市集会所における環境に配慮した取組

につながるものと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 市役所１階におけ

ますＷｉ－Ｆｉ環境、試験的な導入も含め

ての考え方について、お答えをさせていた

だきます。 

 地域ＢＷＡ事業でご提供いただきまし

たサービスの中にモバイルルーターもご

ざいます。 

 例えばではございますが、このモバイル

ルーターを１階のロビーに配置すること

で、配線工事等が不要で、簡単にＷｉ－Ｆ

ｉ環境を構築することが可能になると考

えております。 

 ただ一方、電波の強度であったり、届く

範囲であったりと課題はあるかとは考え
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ますが、簡単に実現できる一つの方法であ

り、検討を進めていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 ３番、４番、５

番、６番のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、摂津青色自転車パトロール隊及び

摂津青色ウオーキングパトロール隊の令

和４年の活動実績でございます。 

 摂津青色自転車パトロール隊及び摂津

青色ウオーキングパトロール隊の活動に

つきましては、令和５年２月に青色ウオー

キングパトロールを実施されております。 

 そして、青色自転車パトロールにつきま

しては、令和５年３月に隊員向けの講習会

を２日間にかけて開催されており、３月に

パトロールを実施されております。 

 次に、犯罪被害者支援制度を広く周知す

ることについてでございます。 

 犯罪被害者支援制度の周知につきまし

ては、転入者に対して、市民課窓口で支援

制度のパンフレットを配布しておりまし

て、また自治連合会総会でも配布しており

ます。 

 また、昨年に広報せっつ１１月号で、犯

罪被害者週間の掲載に合わせまして、犯罪

被害者支援の相談窓口についてもご案内

させていただいております。 

 それと、５番目ホームページで備蓄目標

を超えていると示されているが、上町断層

帯地震で想定される避難者を賄えるのか

というご質問でございます。 

 上町断層帯地震での想定される避難所

に対する避難者数が約１万１，０００人で

ございます。これらの大規模な災害におけ

る備蓄品や備蓄量については、大阪府と府

内市町村で構成する大阪府域救援物資対

策協議会で整備方針を定めておりまして、

府と市が、一部を除いて、１日分を双方で、

折半で備蓄しております。 

 また、発災２日目以降につきましては、

上町断層帯が直下型地震でございますの

で、被災範囲が限定されることから、府内

を含めた他府県からの救済物資の到着が

見込まれる想定をしております。 

 最後に６番目、積極的な出前講座の開催

についてでございます。 

 水害時の防災対策については、令和４年

度から新たに防災ブックを使って、お住ま

いの浸水深、それから浸水継続時間、巻末

には、マイタイムラインの作成方法など、

水害への備えについて講座を行っている

ところでございます。 

 このような市民の集いの場を活用して、

市民の皆様に摂津市の水害リスクや災害

への備えについて、正しくご理解いただく

ことで、防災意識の向上と地域の防災力の

向上を図ることになると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 空き家活用の他市

事例についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 国や大阪府から紹介される活用事例に

つきましては、地方都市における古民家を

活用した古民家カフェや田舎暮らし体験

の施設への活用、炭鉱などの大規模な事業

所の閉鎖に伴って発生した空き家の活用

とか、比較的状態のいい空き家での活用事

例が多く紹介されている状況でございま

す。 

 本市で発生する空き家につきましては、

状態のよくないものが比較的多いことで、

それをそのまま本市に持ってくるのは難

しいかと思っております。 
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 本市の今の対応といたしましては、特定

空き家を増やさないことに注力しており

ます。助言等、実施する場合には、リフォ

ームをして、賃貸に活用するとか、あと売

却をするとか、そういうような相談の窓口

がいろいろある、各種書かれておるチラシ

も一緒に同封しております。市民の建物が

特定空家にならない、活用できるような管

理をしていける支援を進めておるところ

でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 交通安全啓発

事業の人生１００年ドライブの周知に関

するご質問にお答えいたします。 

 人生１００年ドライブ事業は、市内在住

の６５歳以上で運転免許証を自主返納さ

れた方が対象となりますので、警察署での

免許証自主返納時や高齢者を対象とした

交通安全教室などへ周知を図っておりま

す。 

 続きまして、交通安全教室へ園児の保護

者の参加に関するご質問にお答えいたし

ます。 

 令和４年度は、市内の幼稚園・保育園な

どで、園児を対象とした交通安全教室を行

っております。園児の７７４名の参加をい

ただいておりまして、そのうち、せっつあ

そびまち遊育園におきましては、園からの

依頼もありまして、親子教室として、園児

２３名とその保護者の２１名の参加をい

ただいて実施いたしております。 

 続きまして、交通安全対策事業の令和４

年度の通学路と未就学児の移動経路の安

全対策のご質問にお答えいたします。 

 通学路と未就学児の移動経路の安全対

策は、道路管理者や警察、教育委員会など

の関係者が現場を実際に歩きまして、安全

点検の結果、危険箇所を特定して、その対

策を協議した上で、内容を決定して実施し

ておるものでございます。通学路につきま

しては、摂津小学校前の前面道路を含む１

０路線において、グリーンベルトの設置な

どの対策を実施いたしました。 

 未就学児の移動経路に関しましては、一

津屋愛育園の南側の一津屋２２号線にお

いて、段差解消などの対策を実施いたしま

した。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、道路照明灯

の夜間の点検に関するご質問にお答えさ

せていただきます。 

 先ほどのご質問で答弁をさせていただ

きましたが、職員による夜間時の夜間照明

等点検を年１回、毎年１０月頃に、１班当

たり２名の３班体制で、２日から３日ぐら

いの期間をかけまして、全基の点検を実施

しております。 

 点検方法につきましては、徒歩や車両か

らの目視確認を基本としております。 

 あと、それ以外につきましては、市民様

からの時間外の通報であったりだとか、Ｌ

ｏＧｏフォームなどで来たものに対して

職員が夜間対応いたします。現場に向かう

際にも、ほかの照明等の不点がないか確認

しながら点検させていただいております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 南野委員。 

○南野直司委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 １点目の市立集会所管理事業です。 

照明機器のＬＥＤ化以外で環境に配慮

した取組について、課長からエアコンの設

定温度を変えたり、フィルターを掃除する

とご答弁をいただきました。環境に配慮し
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た取組にご協力をお願いしますとして、何

個か項目を書いていただいて、各集会所に

貼っていただくのも一つの方法だと思い

ますので、できたらしていただきたい。ど

うかよろしくお願いをいたします。 

 それから、２番目のＤＸ推進事業で、市

役所でのＷｉ－Ｆｉ環境について、課長か

らご答弁をいただきました。 

 モバイルルーター、ポケットＷｉ－Ｆｉ

をお借りしているから、可能だとご答弁を

いただきました。 

 どうか、災害を想定して、一回、試験運

用という形でしていただきたい。庁舎の１

階のロビーでしていただければと思いま

すので、どうかよろしくお願いをします。 

 要望としておきます。 

 ３番目、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業の

中で、摂津青色自転車パトロール隊と摂津

青色ウオーキングパトロール隊の取組に

ついて、課長からご答弁をいただきました。 

 これはすばらしい取組だと思います。ど

うか支援をしっかりとしていただきます

よう、よろしくお願いします。 

 要望しておきます。 

 それから４番目、犯罪被害者等支援事業

の中で、周知についてのご答弁をいただき

ました。 

 私も犯罪に遭われた方からご相談いた

だきまして、この制度を知っておられなく

てご案内させていただきました。警察のＯ

Ｂの方が丁寧に話を聞いていただいて、心

が安らぐという状況がありました。制度を

知っておられる方が少ないのかと、そのと

きもつくづく思いました。こういう制度が

あることをいろんな形で周知していただ

いておりますけども、さらに周知していた

だきますようよろしくお願いをいたしま

す。 

 ５番目、備蓄用品整備事業で、上町断層

帯地震が起こったときに賄えるかどうか、

ご答弁いただきました。災害発生時に、避

難所運営を円滑に実施できるよう、引き続

き、大阪府としっかり連携を取っていただ

き、備蓄食糧を更新していただきますよう

よろしくお願いします。 

 これも要望としておきます。 

 ６番目、防災対策事業の出前講座につい

ても、ご答弁をいただきました。まず備蓄

品については、１日分ということでござい

ます。自宅での備蓄が非常に大事だと思い

ますので、出前講座で、自宅の備蓄に対す

る講座をしていただきたい。 

 私も地元で、いきいきサロンに出させて

いただいたとき、防災の出前講座をしてい

ただきました。備蓄に関するお話をしてい

ただき、すごく分かりやすい出前講座だっ

たという記憶があります。そういうお話を、

ぜひ交えていただきたいので、よろしくお

願いします。要望としておきます。 

 次に、７番目、空き家活用の事例につい

て、課長からご答弁いただきました。摂津

市の実情にあまり合ってない話、事例がた

くさんあるとのご答弁いただきました。 

 摂津市は、特定空家を増やさない観点で

取り組んでいくとのことであります。引き

続き、様々な事例にアンテナを張っていた

だいて、合うやつも中にはあるかもしれま

せんので、どうか活用についても粘り強く

取り組んでいただきますようよろしくお

願いします。要望としてきます。 

 １２番目、人生１００年ドライブの周知

についてご答弁いただきました。自主返納

の方へ自転車を貸与する取組について、多

くの市民の方に知っていただきますよう

周知をお願いします。 

 あわせて、反射つきジャンパーと６５歳
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以上の人へのヘルメットの給付につきま

しては、引き続き、次年度も実施していた

だきますようよろしくお願いをします。 

 要望としておきます。 

 １３番目、交通安全推進協議会補助事業

の中で、課長代理からご答弁をいただきま

した。あそびまち遊育園では、園からの依

頼で保護者の方が参加しているとのこと

でありました。 

 非常に大事なことだと思います。やっぱ

りお父さん、お母さんが子どもたちの見本

になっていくことが非常に大事だと思い

ます。そういう機会がつくれるのであれば、

１回展開していただきたいので、どうかよ

ろしくお願いをします。 

 要望としておきます。 

 １６番目、交通安全対策事業でハンプの

設置と、それから未就学児の移動経路の件

についてご答弁をいただきました。設置さ

れる前の地元合意を得る作業について、私

もいろんな声を聴いております。しっかり

と説明してから設置していくようよろし

くお願いをします。 

 要望としておきます。 

 最後、１７番目の街路灯修繕事業です。

１，０００基あり、年に１回、１０月か１

１月に２名の方が３班に分かれてパトロ

ールすると課長からご答弁いただきまし

た。先ほど道路交通課で電柱の巻きつけ看

板のことがありました。私も市内を歩いた

り、自転車で回っておりますと、太陽に当

たったり、雨風で劣化して薄くなったり、

中には破れたり、ふにゃってなっているも

のもあります。 

 大阪府の街路灯が一つ切れていて、公園

に三つの街路灯があり、それが全部切れて

いました。ブレーカーが落ちていたんです。

それが何か月も続いていまして、南野君、

あそこがずっと暗いと言われ、見に行った

ら、そんな状態でした。 

 だから、もし可能やったら、年に２回か

３回ぐらい、今日はパトロールの日として、

交通対策課とか道路管理課とか、大阪府の

ものとかも関係なしに、とにかく車とか自

転車とかで回っていただく。危険なところ

は、大阪府のものでも、市が、まずは応急

処置できるのであればしていただくよう

な取組ができないかとつくづく最近思い

ます。どうかよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○三好義治委員長 南野委員の質問が終

わりました 

 暫時休憩します。 

（午後３時１２分 休憩） 

（午後３時４１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 次の質問にいく前に、塚本委員から質問

の訂正がありますので、受けたいと思いま

す。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 先ほど要望の中で、鳥飼八

町団地について、田園エリアという趣旨が

あったかと思います。正確には鳥飼本町三

丁目の企業と住民の共存発展エリアでご

ざいます。 

 趣旨については変更ないですけれども、

エリアについては間違いがございました

ので、訂正をお願いいたします。 

○三好義治委員長 エリア部分の訂正と

いうことで、許可します。 

 それでは次の方。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 久しぶりにと言いま

すか、２０年ぶりぐらいに本委員会にまい

りました。ぜひご丁寧な答弁をお願いでき

たらと思います。よろしくお願いいたしま
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す。 

 まず財政のことについて、お聞かせくだ

さい。予算編成時と比べたとき、令和４年

度の決算をどのように評価されているの

かお聞きをします。 

 具体的に言いますと、予算の段階では、

市債３１億５，６００万円発行と計画され

ておられました。結果的には２５億６，４

００万円でとどまっていることになりま

す。また、基金の取崩しにつきましても、

当初予算４３億２，２２２万円でありまし

たけれども、決算はこの１０分の１で、非

常に財政方としては、好意的に捉えておら

れると思っております。改めてその評価に

ついて、お聞かせください。 

 続いて、経常収支比率のことについても

お聞きをします。令和４年度は、前年度と

比べ３ポイント悪化し、９３．６％となっ

ています。この要因は、臨時財政対策債を

減らしたことが大きいと分析されておら

れます。どのように経常収支比率を捉えて

おられるのか、その点についてお聞かせく

ださい。 

 もう１点、標準財政規模から見たとき、

現在の基金残高について、どのように考え

ておられるのか、お聞かせください。 

 我が市の標準財政規模では２００億円

程度です。この２００億に対し、財政調整

基金がまだ７０数億円積まれている状況、

私は、決してこの数字だけを見ると、悪く

はないとは思っております。ただ令和７年

度、令和８年度と、大型事業により非常に

大きな支出も見込まれる中、どのように捉

えておられるのか、お聞かせください。 

 続きまして、ＬＥＤの防犯灯です。これ

は午前中から、また南野委員も質問されて

おられましたので、理解はできました。 

 自治連合会の総会の際に、防犯灯の設置

の希望があるときには、紙なりをお配りし

て、いろいろ意見をお聴きしていく。自治

会の様々な要望については、担当課として

も把握をして、それで実際に夜間現地に赴

いて、状況も確認をしてというところで、

設置だけではなく、照度のアップについて

も、取り組まれていると思います。もう１

点大事なことは、実際に防犯灯をつけるこ

とによって、抑止されると予想がされる犯

罪が、もし摂津市内の偏ったところで発生

しているならば、そこについてもやっぱり

解消に向けて取り組んでいくことは大切

です。その箇所について、仮に自治会から

要望が上がってこなかったとしても、それ

は摂津市、あるいは警察との協議の中で把

握ができるわけです。そういったところに

しっかりと目を向けて、犯罪の抑止にしっ

かりと取り組んでいただきたいと、要望と

して申し上げておきます。 

 全体通して４番目、防災対策事業につい

てお聞きします。決算概要の１３６ページ

になります。 

 まず防災マップの作成委託料について、

令和４年度は残念ながら執行がなかった

と思います。この点について、どう捉えて

おられるのか、お聞かせください。 

 それから、これも午前中に議論があり、

広域避難シミュレーションのことについ

て、ご答弁もいただきました。よく分かり

ました。広域避難につきましては、摂津市

において、本当に大きな課題ではあると思

います。ただその際に、広域避難先をどの

ように確保していくのかについては、腰を

据えて探していくことが大切だろうと思

います。現在の到達点について、答弁でき

るところがあれば、お聞かせください。 

 それから、個別避難計画の作成委託料で

す。令和４年度の主要事業の中にも盛り込
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まれておりました。多くの皆さんが期待を

されていたと思いますが、残念ながら執行

はなかった。この状況について、詳しくお

聞かせください。 

 続きまして、大きな５番目になると思い

ますけれども、統計要覧の発行事業でござ

います。 

 統計要覧を結構詳しく眺めておりまし

て、ある意味、愛読者であります。これを

見ておりますと、本当に摂津市の様子がよ

く分かって、この中に出ている情報を使い

ながら、いろいろな施策にも反映できるな

と改めて感じております。そこで、お聞か

せをいただきたいのが、今回配布をしてい

る１１０部について、どこに配布をされ、

どのような意図があってされておられる

のか。 

 それから、掲載内容で、令和４年度発行

するに当たって、何か今までと変わったと

ころがあれば、お聞かせください。 

 続きまして、６点目、市営住宅の管理事

業についてです。 

 指定管理者の評価についても、先日お配

りをいただきました。この中で、市営住宅

の管理につきましては、Ａ評価であったと

思います。そのこと自体は、好意的に私も

捉えておりますけれども、一つ一つ細かく

見ていくと、まだまだ改善ができるところ

も一方であるのかとは感じています。 

 そこで、Ａ評価ではあるけれども、今後

はどういった課題を今、洗い出されておら

れるのか、お聞かせください。 

 続きまして、大きな７番目、ＦＭ推進事

業です。この取組につきましては、一定理

解はできました。中期財政見通しを拝見し

ておりますと、今の持っている施設を評価

するだけではなく、今後に向けて、施設の

複合化、あるいはスリム化についても図っ

ていくことが、浅田課長のまさにお仕事で

はないのかと思っています。 

 一般質問的になるのかも分からないで

すけれども、今後、複合化、スリム化につ

いて、どのように今、考えておられるのか。

方向性があればお聞かせください。 

 続きまして、市税の徴収についてお聞き

をします。非常に単純な内容になりますが、

決算書の２８ページ、２９ページを見てお

りますと、市税の現年度課税分でも、不納

欠損が計上されております。過年度分であ

れば、時効を迎えたとか、理解はできるの

ですが、固定資産税、軽自動車税、都市計

画税で、現年度で不能欠損が生じているの

は、恐らくそれなりの理由がある。お亡く

なりになられて、相続人がいないなどある

と思います。実際その点について、お聞か

せください。 

 続きまして、９点目、決算概要１２４ペ

ージ、３Ｄ都市モデル活用事業です。水路

計のことについてお聞かせいただきたい。

午前中からの質問と答弁では、南野委員も

おっしゃっておられました。水路計推定量

の近辺の方にご覧をいただくのは、もちろ

んあると思っています。ただ、それと並行

して大切なのは、もしその水路に何か起こ

ったときに、速やかに動いていただく皆さ

んが、正確な情報をタイムリーに把握をし

ていくということだと思います。そのこと

を、例えば防災無線を通じて、地域住民の

皆さんにお知らせをしていくことが大事

ではないかと思います。恐らく出動したと

きには、ゲートを開閉したり、いろんな作

業があると思いますし、そちらのほうが大

事なのかとも思っています。むしろ、その

近くに住んでおられる方は、スマホを見て

というよりも状況が分かるわけです。住民

の方で見ていただくとするならば、その近
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くに住んでいるけれども、そのときに離れ

ている方が、心配になるから、その状況を

把握することはあるのかもしれません。し

かしながら、主眼を置くべきなのは、動か

れる皆さんがしっかりと動かれる。そのた

めのデータ、正しい情報をしっかりと把握

をすることかと思っております。その点に

ついて、お聞きします。 

 それと、１０点目、農業水路の管理事業

についてお聞きします。 

 農業水路の総延長、どの程度、水みどり

課で管理されておられるのか、お聞かせく

ださい。 

 それと、これは従前から確認されている

ことですが、農業用水路であっても、農業

用水路だけではなくて、実際の内水排除で

も活用しながら、何とか耐えしのいでいる

状況にあると思います。その内水排除につ

いて、令和４年度の状況をお聞かせくださ

い。 

 続いて、１１点目、決算概要１２６ペー

ジ、緑化推進事業です。 

 まず、単純に執行率が決して高いとは言

えないんです。執行率の低い要因がどこに

あるのか、お聞かせください。 

 それから、公園の維持管理事業です。 

香川委員が、除草のことについていろい

ろと意見をおっしゃっておられました。そ

の中で、例えば、今、ちびっこ広場の除草

を、お願いしている自治会がある。仮にそ

の自治会が今後も続くかどうか分からな

いときにどうしていくのか考えていくべ

きだというお話があったと思います。自治

会はこれから減ってくるかも分からない

です。一方、支援ではなく、特定の目的で

住民の皆さんがつながっている事例は、今

までと比べて増えているように思ってい

ます。支援ではなく、公園の除草について

も、ある団体の方にお願いをしていくこと

も、今後の方向性として考えていくことも

一つじゃないかと思っています。ぜひ、そ

ういった視点も持ちながら、今後、考えて

いただきたい。要望として申し上げておき

ます。また、都市公園についても、夏場に

なりますと、非常に草が伸びている状況が

ございます。毎年のように夏は暑いです。

なかなか公園を使って、外で思いっ切り遊

ぶとことができない状況があるのかも分

からないです。だから、余計に草が生えて

しまって、また使わないという悪循環にな

っているのかも分かりません。子どもたち

が都市公園で思い切り遊べる環境を作っ

ていくことは、非常に大切なことだと思っ

ています。この除草についても、先ほど時

期や回数についてお話をいただきました。

さらに工夫をしていただいて、より多くの

皆さんが、公園をしっかりと利用できる体

制を構築していただきたいと、要望として

申し上げておきます。 

 公園の遊具についてです。令和４年度事

務報告書を見ておりましたら、いろいろと

遊具補修の実績を載せていただいており

ます。 

 まず、遊具の新設等がなされた例はあっ

たのか、お聞かせください。 

 続いて、特定空家の件についてです。 

 これから間違いなく、空き家については

増えていくと思います。特定空家に指定を

される空き家も残念ながら増えていくよ

うに思います。恐らく今でも、地域の方か

ら、空き家の情報は声としてたくさん寄せ

られていると思います。併せて相談に来ら

れる方も、決して少なくない数の方がおら

れると思います。そういった方のいろんな

情報を、お聞きすることは、今後空き家を

増やさないとの観点からしても、非常に大
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切なことだと思っています。ぜひ、摂津市

として、いろんな情報がまず寄せられるよ

うな、啓発活動、雰囲気づくりをしっかり

と行っていただきたい。この点は要望とし

て申し上げておきます。 

 続きまして、１３番目、多世代同居・近

居支援事業でございます。 

 一般質問でも、恐らく三、四回、何とか

してこの制度を導入できないかと、非常に

強い思いを持って提案をしてきたつもり

です。その中で、実際に制度が出来上がっ

て、同居をされるときの住宅リフォーム、

あるいは住宅を取得するときの補助とい

う取組であって、非常に的を射た取組だと

思っています。 

 実績については、事務報告書等を拝見し

てよく分かりました。お聞きをしたいのは、

どのような問合せがあったのか。この制度

を利用するに至らなかったかもしれない

けれども、いろいろ問合せがあったのかも

しれないと思っています。その辺の状況に

ついて、お分かりのところがあれば、お聞

かせください。 

 続いて、１４点目、震災対策事業のブロ

ック塀等の撤去補助についてです。 

 年度を追うごとに、残念ながらこの適用

が減っている状況にあると思っています。

そのこと自体は、ある意味やむを得ないと

こもあるのかと思っています。今後大事に

していくべきなのは、子どもたちの通学路

に、もしブロック塀があるとするならば、

そこは重点的に解消に向けて、働きかけを

していくことが、求められていくと思って

います。つまり、摂津市内広くということ

も、もちろんありますけれども、ポイント

を絞って、まず働きかけていくことが、こ

の事業にとって大事だと思っています。ど

のように担当課として捉えておられるの

か、お聞きします。例えば、通学路におい

て、どの程度ブロック塀があるかとか、基

礎になるようなデータをしっかりとつか

んでおられるのか、お聞きします。 

 それから、狭隘道路の整備事業につきま

しても、分かりました。この事業を進めて

いくのは、緊急車両が通過できる状況を作

っていくところが一番の狙いではないの

かと思っています。そういった趣旨をしっ

かりとお伝えをしていきながら、取り組ん

でいただきたい。また地域も、千里丘、あ

るいは正雀、鳥飼と具体的に指定をされて

おられます。こういった制度がある、こう

いう目的でやるということを、まずは皆さ

んに知っていただくことが大切だと思っ

ています。まだまだ私は工夫できる余地が

あるのかと思っていますので、その点しっ

かりとお願いをしまして、要望として申し

上げておきます。 

 １５番目、交通安全啓発事業です。 

 南野委員も質問されておられました。鳥

飼の堤防道路で、順次、ハンプを設置して

いただいております。摂津市内で、これか

らハンプを作ったり、あるいはその狭窄を

作ったりしながら、車両の速度を抑制して

いく必要がある道路がどの程度あるとつ

かんでおられるのか、お聞かせください。 

 続いて、１６番目、道路床板修繕事業、

決算概要１２０ページ、執行率が大体７

０％ぐらいとなっております。この執行率

に至った背景について、お聞かせください。 

 最後に、決算概要１１８ページ、公共交

通整備事業でございます。市内公共交通基

本計画検討支援業務委託料、これから摂津

市の公共交通をどのように構築していく

のか、まずは基本となるような調査をされ

たと思っております。改めてこの内容につ

いて、お聞かせください。それと、とりわ
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けこの摂津市で考えた場合には、今ある路

線バスを維持していくという大前提の下

で、これからの公共交通を考えていくこと

が、大事だと思っております。担当課とし

ての現在のお考えをお聞かせください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは質問番号

１番、財政課についてのご質問にご答弁申

し上げます。 

 まず、一つ目といたしまして、令和４年

度の予算と比べて、決算での評価でござい

ます。 

 委員がおっしゃられましたように、確か

に令和４年度の予算と比べまして、財政調

整基金は当初予算で取崩しが約３４億円

と見ておりましたが、決算では約４億円、

また市債の発行につきましても、当初予算

では約３４億円が、決算では約２６億円で

済んでおります。実際に取崩しの額も減っ

たことについては、予算時に考えていたよ

りも決算の状況ではそれだけ取崩しが少

なくて済んで、基金の温存ができたと思っ

ております。ただ、基金の取崩し自体は、

平成３０年度以来の４年ぶりに取崩しに

なりまして、財政状況は悪化したと捉えて

おるところではございます。 

 次に、２番目で、経常収支比率、令和４

年度決算では９３．６％をどう捉えている

かでございました。経常収支比率も令和３

年度と比べますと、３ポイントの悪化でご

ざいます。こちらも先ほど申し上げました

ように、財政状況としては改善しておりま

せん。悪化した状況と考えております。 

 それと、経常収支比率自体が、一般的に

は７０％から８０％が望ましいと、経常的

な一般財源で、経常的な経費を賄えるかど

うかのパーセンテージでございます。９３．

６％という数字は、１００％に近いとまで

は言いませんが、９０％を超えている状況

で財政運営をしていかなければならない

のは、かなり苦しい状況であると認識して

おります。 

 ３番目、財政調整基金の残高です。これ

を標準財政規模から見てどう捉えている

かとのご質問でございました。 

 財政調整基金につきましては、令和４年

度の決算時点では、残高が７４億円ほどご

ざいます。しかし、令和５年度当初予算で、

組んだ時点で取崩し額を、約２３億円と見

込んでおりました。それからしますと、令

和５年度の決算が出ませんと何とも申し

上げられませんけれども、７４億円が残っ

ている状態であるとは考えておりません。

ここからまた、令和５年度で取崩しを予定

しておるような予算編成の状況でござい

ます。 

 あと、その金額をどう捉えるかでござい

ます。団体の財政再生基準でいきますと、

実質赤字比率、団体が赤字を出した場合の

標準財政規模と見比べたときに、標準財政

規模の２０％の赤字が出てしまうと財政

再生基準と捉えられるということになり

ます。先ほど約２００億円が標準財政規模

とおっしゃっておられました。それで考え

ますと２０％が約４０億でございますの

で、安定的な財政運営の目安としまして、

財政調整基金を４０億円は確保しておか

ないといけないと考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 嶋野委員の４

番目の３点のご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず、防災マップの作成業務委託料でご
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ざいます。こちらについては、淀川、安威

川が氾濫した場合において、地域の皆様に、

どういった浸水の影響があるかをまずご

認識いただく。それからお住まいの近くで、

例えばその垂直避難が可能で一時的な避

難場所になるところと緊急避難場所があ

ります。そちらを確認したりとか、またそ

の地域の事業所も入れた中での避難の場

所の協定書を結んでいただくなどの取組

をやっていただいております。 

 それと、避難時の要援護者対応として、

高齢者の方でお一人で逃げるのが困難な

方をお守りするということで、おねがい会

員・まかせて会員として、自治会の中の取

組に働きかけております。地域版防災マッ

プと呼んでいるんですけれども、そちらの

現状としましては、平成２７年度から開始

をしております。この間にコロナの関係で、

なかなか取り組んでいただく自治会と、小

学校区がございませんでした。昨年、鳥飼

地区と安威川以北の小学校区、そちらの自

治会長ともお話しさせてもらいましたが、

まだコロナが心配だということで、なかな

か取り組んでもらえなかったのが、昨年度

の状況でございます。 

 現在１０５自治会中、５０自治会で作成

していただいております。鳥飼地区は、最

も水害のリスクが高い地域でございます

けれども、１校区を除いては全て作成済み

の状況でございます。 

 今後の取組としましては、淀川、安威川

が氾濫しますと、浸水の継続時間が２週間

以上に及びます。先ほど言いました、事業

所と協定書を結ばれて、そこへ逃げようと

のお考えの中で、本当にそこが大丈夫かど

うかを、我々も一緒になって交渉していく

必要がある。危ないところに逃げてもらう

わけにはいかないこともございますので、

そういったところを進めていきたいと考

えておるところでございます。 

 それと、広域避難先の確保についてでご

ざいます。こちらについては、令和４年５

月に民間会社の駐車場を緊急避難先とし

て使用する協定書を締結しております。そ

れから、大阪府や近隣自治体で構成してい

る、三島地域広域避難検討ワーキングとい

うものがございます。摂津市を含めて、近

隣市では茨木市、吹田市、高槻市、島本町

も入ってるんですけれども、そちらでワー

キングを開いておりまして、万博記念公園

の駐車場を確保できないかと検討してお

ります。なかなか万博記念公園側との調整、

課題等々がございまして、確保について進

めてはおりますが、まだ確保できる状況で

はございません。今後も粘り強く、協議は

進めてまいりたいと思います。 

 そのほかにも、大阪府の危機管理室とも

連携して、新たな広域避難先の確保につい

ても模索しているところでございます。 

 最後に、個別避難計画のお問いでござい

ます。この委託については、令和３年５月

に、災害対策基本法改正がございました。

個別避難計画と言いますのが、避難行動要

支援者の方に作成いただく内容になって

おります。本来は市の職員で作成していく

ことを旨としておりますが、法律の中でも

示されているように、福祉事業所のお手伝

いをいただいて、そのケアプランの中で一

緒に作成の手伝いをいただけないかとい

うための委託料でございます。１件当たり、

７，０００円で、委託料としては、令和４

年度から組んでいるところでございます。 

 現状としましては、実は茨木保健所が、

難病者の方を把握しておられる。摂津市域

に７名の難病者の方がおられる。そういっ

た方を茨木保健所と連携して、まずはその
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個別避難計画を優先してやっていく必要

があり、この委託料は少し置いておいて、

今、難病者の方、７名のうち２名の方の作

成を我々も一緒になって、お手伝いしてい

るところでございます。 

 内容としては以上でございます。 

○三好義治委員長 真鍋課長。 

○真鍋総務課長 五つ目でございます。統

計要覧についてでございます。 

 統計要覧は、本市の現状や過去の統計デ

ータの推移を明らかにするために発行し

ているもので、人口や産業、教育、福祉な

どの各分野にわたる基本的な統計資料を

収録しているものになります。 

 配布先ですが、情報を提供していただい

た庁内の関係部署や外部の事業者からも

いただいていますので、情報をいただいた

ところへは送付することとしております。

また業務で活用する可能性のある部署へ

も配布をしております。また、図書館など

へも配布を行っております。市役所内部の

配布が主になります。それを、市の施策や

事業の企画立案等に、基礎資料として活用

してございます。私自身の話にはなります

けども、高齢介護課のときに、せっつ高齢

者かがやきプランをつくる際には、高齢者

人口を把握することにも活用させていた

だいておりました。そういった意味では、

各課で適切に取扱いがなされていると認

識をしております。 

 あと、掲載内容で変わったところですが、

基本的には令和３年度を踏襲するという

ことになっております。ただ、現在、国の

統計改革が行われておりまして、従前は

別々の省庁が同じようなデータを取るこ

ともありました。現在、国では、統計デー

タの整理も行っておりまして、それに合わ

せて、統計要覧の整理も行うことになって

おります。 

 ただ、数字が途切れてしまいますので、

同じような趣旨のデータがあれば、それを

持ってきて、経年で比較をできるようにす

る工夫もさせていただいております。 

 そのほかには、表の下に注釈があるんで

すけども、分かりにくい表現があれば、分

かりやすい表現に置き換えていく作業も

行っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号６、市営住

宅の指定管理者の評価についてでござい

ます。 

 まず、評価基準でございます。要求水準

をおおむね満たしている場合は配点の６

割、要求水準を上回っている場合は配点の

８割、大幅に上回っている場合は満点とい

うことで評価しております。 

 項目ごとに見ましても、要求水準を下回

っているものはなく、全体評価としてもＡ

評価とさせていただいております。 

 個々の項目で見ますと、要求水準を満た

しているもの、上回っているもの、それぞ

れございます。例えば、収納率については、

令和４年度、若干下がっております。全体

ではＡ評価ですけれども、それに甘んじる

ことなく、少しでも個々の評価がよくなる

よう、指定管理者と毎月打合せを行ってお

ります。そのような機会を捉えて、少しで

も改善されるように議論をしてまいりた

いと考えております。 

 次に、質問番号７、ＦＭの推進の中で、

再編への取組でございます。 

 塚本委員のご質問にお答えした内容と

少し重なるんですけれども、再編するのか、

長寿命化するのかは、法定耐用年数の５年

前を起点として、検討していくこととして
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おります。まず、施設をソフト面とハード

面から評価して、その課題を整理して、再

編と長寿命化の検討をしていく。その際、

庁内でしっかりと議論していくこととな

ります。 

 この工程、全てにおいて、資産活用課が

関わってまいります。例えば、施設の評価

をするところですけれども、大切な作業だ

と考えております。この評価を誤ってしま

うと、出てくる方針も誤ったものになる可

能性がございます。 

 施設所管課が、この施設評価を行ってい

くのですが、客観的な評価が難しいことも

あろうかと思います。その辺りは、資産活

用課も意見を出しながら、しっかりとした

施設の評価をしてまいります。 

 そして、それ以降の再編、長寿命化の庁

内議論につなげていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは、嶋野委員の８

番目の質問、市税における現年度分の不納

欠損額についてご答弁申し上げます。 

 まず、委員がご指摘のとおり、通常であ

りましたら、不納欠損額につきましては、

滞納繰越分に生じるのが一般的な考えで

はございます。今回、軽自動車税と固定資

産税・都市計画税で不能欠損額が生じてい

る理由につきまして、個別にご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、軽自動車税につきましては、納税

者が、賦課期日後、死亡されまして、その

後、納税通知書の送達ができない状況でご

ざいました。その後、送達できない方に対

して、相続人の調査をさせていただいたん

ですが、相続人がいらっしゃらない状況や、

また、生活保護も受給されていることが判

明いたしましたので、滞納処分の停止にお

ける即時消滅で、現年度で不納欠損処理を

させていただきました。 

 続きまして、固定資産税・都市計画税に

ついてです。こちらにつきましても、死亡

されて相続人が全員相続放棄をされる状

況でございました。相続人が全員相続放棄

をされましたので、相続財産清算人が選任

され、不動産が売却されました。債務が超

過する状況で、納税課からも交付要求はさ

せていただきましたが、配当を受けれない

状況とのことで、こちらも滞納処分の停止

における即時消滅で、現年度分で処理させ

ていただいた状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、９番目の

ご質問になります。水路の水位のリアルタ

イム表示に関するご質問にお答えさせて

いただきます。 

 こちらにつきましては、先ほどのご答弁

でも申し上げましたとおり、水位上昇時に

速やかに避難していただくところにつな

がればということで表示させていただい

ているものでございます。ですので、実際

に避難してしまえば、その情報が必要にな

るのかどうかと言えば、必要ないというの

はごもっともでございますし、近くの人に

見ていただいてなければ効果がないとの

ところも、ごもっともだと思います。しか

しながら、離れている方が確認をされて、

その近くに住んでいるお知り合いの方に

連絡していただくといったことも期待で

きると思っておりますし、避難に関わる判

断材料として、こういった情報は多くあれ

ばいいとも考えております。今後は水路に

加えまして、河川の水位情報も表示できる

ように取り組んでいきたいと考えており
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ます。 

 防災無線のほうが効果があるのではと

のご指摘もございました。大雨などの警報

時には、都市計画課に限らず、建設部各課

と下水道事業課で初期防災体制を取って

おりまして、その中の活動において、職員

は水位を確認できるようにもなっており

ます。その中で避難の誘導を促すといった

ところは実施されていくものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関しますご質問にお答えします。 

 まず、１０番目のご質問であります、令

和４年度時点での水路延長と、排水機能も

備えている水路について、お答えさせてい

ただきます。 

 水路は田畑への揚水機能を有している

だけでなく、特に安威川以南の鳥飼地区に

おきましては、下水道の整備がまだ途上で

あることから、日々の水防活動をはじめ、

大雨時の内水排除といった下水道施設も

担う重要な施設となっております。令和４

年度時点の市内の水路延長は約１２３キ

ロございます。その維持管理につきまして

は、水路網図並びに水路台帳で行っており

ました。 

 この水路の排水機能がある点につきま

しては、この排水機能が十分機能しなくな

りますと、内水氾濫を一気に引き起こすこ

とになります。まずは修繕として、令和４

年度も行わせていただいております。その

内容としましては、水路の通水阻害になり

得る樹木の伐採撤去、老朽化により漏水を

起こしていた用水管の取替工事、水路壁の

傾きによる土砂崩壊を防ぐための改修工

事などを行い、水路の機能不全を未然に防

止するための修繕を行ってまいりました。 

 続きまして、１１番目のご質問にある緑

化推進事業の執行率についてでございま

す。 

 緑化推進事業の多くは、誕生記念植樹祭

に使われる予算となっております。この誕

生記念植樹祭は、摂津市内で生まれた新生

児の誕生を祝うイベントとして、毎年４月

と１０月に開催しており、その際に、記念

樹として桜を参加者と一緒に、近年では、

明和池公園に植樹してまいりました。令和

２年度より、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響から、式典は中止し、記念品のみ

の贈呈を行ってきております。 

 令和４年度でも式典は中止しておりま

したが、春秋の新生児の申込数は合計４８

名ございましたことから、明和池公園にて

桜の植樹と家族写真の撮影を再開し、１０

月２３日に春秋合同として開催しており

ます。このことからも、式典をできてなか

った期間と、令和４年度に一部再開したこ

とについて、差が生まれたものと考えてお

ります。 

 続きまして、１２番目のご質問の遊具の

新設についてでございます。 

 これも先ほどの塚本委員の答弁と少し

重複する部分もございますが、ご容赦くだ

さい。 

 本市で、管理しております公園遊具の数

は、令和４年度では、都市公園に３０５基、

ちびっこ広場に３４１基の合計６４６基

ございます。それらの遊具のうち、国土交

通省の都市公園における遊具の安全確保

に関する指針に基づく遊具の専門家によ

る年１回の総点検の結果により、２９基の

遊具を修繕しております。 

 この遊具の修繕時に、ブランコでありま

したら、先ほどお話しさせていただきまし
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たさくら公園にて、通常のブランコから、

いろんな遊び方を考えることができるよ

うなインクルーシブなブランコを設置し、

新幹線公園におきましては、今までは動物

とかでよく分からなかったものを、リンク

ミニという遊具として、人気のある新幹線

やセッピィの形に変えたりと、ただ修繕で

遊具を変えるに当たっても、今までとは少

し趣の違うようなもの、遊び方の違うよう

なものを取り入れております。 

 委員がおっしゃる摂津市には一つもな

かった遊具でありましたら、令和４年度で

はゼロ基になります。設置はしておりませ

ん。ただ、先ほどのように形を変えたり、

遊び方の幅を広げるということはさせて

いただいております。こういったことにつ

きましては、今後も続けていきたいと思い

ますし、また新たな公園遊具も、もしでき

るようなことがありましたら、取り入れて

いきたいとは考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 １３番目の多世代

同居・近居支援事業についてのご質問にお

答えさせていただきます。 

 本事業につきましては、ホームページ、

あと市民課での転入時のチラシ配布、広報

紙でも定期的に案内させていただいてお

ります。こういうところで情報を得た中で、

問合せをいただいておる状況でございま

す。情報源といたしましては、ヒアリング

を実施いたしておりまして、ホームページ

による情報で問合せがきたものが、一番多

い状況でございます。 

その問合せがありましたら、まずこの事

業につきましては、補助の一定要件がござ

いますので、その要件に該当するかという

のを聞き取って、該当する方につきまして

は、補助の申請のご案内をしておるところ

でございます。 

 最近多くなってきておるのが、インター

ネット上で、そういう情報を集めたような

サイトがあって、単にリフォームの補助で

きませんかというご相談が複数あるよう

な状況ではございます。 

 続きまして１４番、ブロック塀等の撤去

補助について、今、通学路についてのブロ

ック塀のデータをどのぐらい把握してお

るのかというご質問でございます。現在対

応しておるものの基本的、基礎データにつ

きましては、平成３０年の大阪北部地震の

発災時に、教育委員会で通学路に関して、

ブロック塀の調査、確認をしたそのデータ

を基に、今、建築課でそれを引き継いで、

啓発活動をしております。その当初のデー

タにつきましては、通学路にあるブロック

塀がここにあるというデータでありまし

たので、その後、当初は教育委員会と建築

課で安全確認をしております。その後、こ

れについては、経過観測、危険であるよう

な分については、戸別訪問等も実施してお

ります。戸別訪問でチラシとか、その補助

の内容とかも説明しておりまして、令和４

年度時点におきましては、その経過観測で

戸別訪問対応していた件数については１

３件でありました。今年度についても、戸

別訪問を実施しております。その中で、２

件については令和５年度時点で解消され

ておりまして、もう１件については、補助

には該当しないのですが、安全な形に改良

していただいており、３件減少して、今、

経過観測しておるブロック塀については

１０件となっておる状況でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 市内の物理的
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デバイスを用いて速度抑制が必要な路線

についてのご質問にお答えいたします。 

 市内の全域において、速度抑制が物理的

デバイスを用いて必要なところを全て把

握しているわけではございません。しかし、

認識といたしましては、物理的デバイスを

用いて速度抑制をする対象と考えており

ます路線につきましては、幹線道路などの

比較的大きく、歩車分離されたような道路

ではなくて、直線でかつ狭く、そして抜け

道となるような路線が対象と考えてござ

います。 

 その中で、現在実際に要望を受けて、ハ

ンプもしくは狭窄の設置について調整を

進めていますのが、市場池公園の前の一方

通行の道路でございます。こちらは横断歩

道の先に府道に出る交差点がございまし

て、そちらが青のタイミングで、何とか通

過しようとしてスピードを上げると、そう

いったところに設置の要望がございます。

先の答弁でもありましたような振動騒音

だとか、そういったところも考慮いたしま

して、狭窄で進めていきたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 西課長。 

○西道路管理課長 それでは、１６番目の

道路床板点検業務委託料におけます執行

率に関するご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、本事業の委託料につきましてです

けれども、市内には水路やそれにつながる

側溝が多いことから、水路や側溝に蓋や床

板などを設置して、歩行空間として利用し

ている箇所が多くございます。しかしなが

ら、これら施設は老朽化も進行していきま

すことから、本委託におきまして、市内２

２路線の歩道部にある水路や側溝にかか

る床板部を対象に、専門家による点検を実

施しているものでございます。 

 委員からご指摘のありました執行率に

つきまして、令和４年度の当初予算要求時

において、対象路線を机上の調査であった

り現地確認などを行い、検討し要求してお

ります。工事発注における詳細な設計や積

算の際に、全路線の現地踏査を行い、対象

路線の選定基準を見直す必要があったり

だとか、精査を行いましたこと、また加え

て、入札による落札減などもございまして、

当初予算額と決算額に差が生じたもので

ございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 黒田課長代理。 

○黒田道路交通課長代理 公共交通に関

します今後の考えについて、ご質問に対し

てお答えいたします。 

 摂津市では、人口減少や少子高齢化に伴

いまして、市民の生活や移動が大きく変動

する中で、地域公共交通を取り巻く環境が

厳しさを増しておりまして、現状のままで

は、今後直面する危機を乗り越えることが

なかなか難しいのではないかと考えてい

るところでございます。 

 それを受けまして、令和４年度から公共

交通のあり方検討会を庁内で開催しまし

て、本市の強み、弱みを踏まえて、今後想

定される危機、困難を克服した将来の姿に

ついて、検討を進めているところでござい

ます。 

 今後につきましては、来年度、地域公共

交通計画の作成に向けまして、多様な関係

機関で構成する法定協議会を立ち上げた

上で、持続可能な施策メニューを具現化し

ていきたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 
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○三好義治委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 非常に丁寧にご答弁

いただきまして、ありがとうございました。 

 まず財政について、２回目の質問をさせ

ていただきます。予算の編成時と比べると、

確かに市債発行も抑えられ、基金の繰出し

も減少ができたところについては、好意的

に捉えているわけです。過去の非常に厳し

い経験があったので、償還の範囲内で市債

は打っていくという大きな方策、市もあっ

たわけです。今回の決算だけを見ると、当

初、基金の繰入れからすると、相当に絞ら

れているわけです。その分をもし基金で賄

っておれば、これはひょっとすると、市債

についても償還の範囲内で抑えられたの

ではないかと、数値的に見ると十分可能だ

ったような気がします。それでも、この方

策を取られたことについては、どういった

方法で起債をして、基金を繰り入れたとき

に、一番将来負担が少ないかについて、恐

らくいろんなシミュレーションをしっか

りされたと思います。どのようにシミュレ

ーションを行われたのか、細かい話は結構

なので、基本的な考え方について、お聞か

せください。 

 経常収支比率についてです。今、７０％

から８０％が望ましいとお話がございま

した。私も非常に財政が厳しかったときに、

少し勉強させていただいて、確か当時１１

０％ぐらいあったと思います。その際に、

８０を上回ると、これは財政が硬直化して

きて、なかなか政策的な一手を打つことが

できないと、私は理解をしておりました。 

 そういう視点からすると、確かに一時か

らすると、非常に健全な方向に向かってい

ると思います。９３．６％という数字をど

う取られるかについては、しっかりと摂津

市として、中期目標みたいなものをしっか

りと指し示した上で、評価をしていくこと

は大切だと思っています。 

 この９３．６％は、臨時財政対策債を含

んだ数字です。ほかの自治体との比較もあ

りますので、同じ基準で出していかなくて

は比較にならないです。この数字は出して

いただき、本来、財政課として追っていく

べき数字は、臨時財政対策債を含まない数

字だと思っています。臨時財政対策債は、

交付税として賄えるところが賄われなか

ったから、例外的に起債を認めるものであ

ります。 

 恐らくこれは、もう純粋な赤字市債と変

わらないだろうと思います。当然将来的に、

摂津市として責任を持って償還をしてい

くことが求められると思っています。 

 この臨時財政対策債を含まない数字で、

どうしていくのかという目標は要ると思

っています。それについて、何か具体的な

数値を今お持ちなのか、お聞きします。 

 それと基金のお話も、標準財政規模から

してどう評価するのかについて、お聞かせ

をいただきました。これも中期財政見通し

で令和７年度、令和８年度を見ております

と、非常に支出がかさばっている。この見

通しでいくと、もう基金が枯渇をするよう

な計画になっています。果たして、このま

ま進んでいっていいのかということはあ

るわけです。 

 先ほど具体的に、標準財政規模の２０％、

だから大体４０億円ぐらいは確保してお

く必要がある。でないと、いざというとき

に機動的に動けないとありました。恐らく

どこかの中期的な地点で、４０億円は何と

かして確保しとく。これも中期的な目標と

いったものがあって、今を捉えていく視点

がないと、本当に正しい評価ができないと

思っています。この点についても、引き続
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きお聞かせください。 

 それから、財政を考えたときに、下水に

対して、今後どれだけ一般会計で、法定外

の繰出しを続けていくのかです。しっかり

と方向性を見定めなくちゃいけないかと

思っています。これは単純な数字なのか分

からないですが、令和４年度において、下

水道に相当な額の繰出しをしています。い

わゆる法定外と言われるものがどの程度

あったのか、お聞かせください。 

 続きまして、防災対策事業でございます。 

 防災マップについては、最初に香和自治

会と鳥飼中自治会で作成されたと思いま

す。確か香和自治会で防災マップをつくら

れ、報告会をコミプラでされて、私も拝見

をさせていただきました。 

そのときに当時の会長がおっしゃって

おられたのは、この防災マップをつくるこ

とによって、今、自分たちが住んでいる地

域がどうなっているのか、その中で比較的

垂直避難が可能なビルの持ち主、オーナー

の方ともいろいろと意見交換することが

できて、協力を仰ぐことができ、非常に大

きな財産だったとお話をお聞かせいただ

きました。防災マップ、令和４年度につい

ては、コロナが心配だという声があって、

なかなか前に進まなかった。実際、今どれ

だけの自治会が防災マップをつくってい

るかというと、およそ半分です。あとの半

分、どうしていくのかについても、しっか

りと見ていかなくてはならない。併せて、

もう既につくったところであっても、垂直

避難、当時は協力しますと言っていただい

たところであっても、ひょっとしたら、今

の状況が変わってきた中で、あのときは協

力できたけど、今は難しいということも出

てこないとも限らないわけです。しっかり

と、防災マップをつくっても、つくって終

わりではなく、日頃そのマップをつくりな

がら、常に変えていく。協力者の皆さんと

いろいろと意見交換もしながら、引き続き

協力をしていただく体制をつくっていく

ことは大切だと思っています。ぜひこの点

についてはしっかりと取り組んでくださ

い。広域避難と絡めて申し上げると、実は、

皆さんを擁護するわけではありませんけ

れども、私は腰を据えてやっていただいた

らいいのかと正直思っているところはあ

ります。なぜかというと、まずは安威川ダ

ムが完成しました。今まで摂津市において

は、安威川の氾濫といったものを一つ想定

しながら、いろいろと計画を立ててきたわ

けです。そこは相当に安全度が増している

と、一つは思います。 

 それともう一つは、淀川どうなのって言

ったときに、皆さんのご記憶に新しいと思

いますけれども、かつて、１０年ほど前、

京都の嵐山で非常に大きな洪水が発生を

しました。保津川、その後名前が変わって

桂川になっています。その桂川が、宇治川

と木津川、その三つが、大阪府と京都府の

間ぐらいで合流をして、淀川として流れて

くるわけです。今の淀川の上流域、淀川水

系の上流域を見ていると、まだまだ護岸工

事を進めていかなあかん状況です。もし、

本当に１，０００年に一度と言われるよう

な大雨が降ったときには、言い方が悪いか

もしれませんけれども、摂津市域よりも上

流で恐らく甚大な被害が起こる可能性が

あります。あまり言うていいかどうか分か

らないですけど、摂津市域を流れる淀川の

水量は、そこまでではないだろうなと思っ

ています。 

淀川の上流域での護岸工事が完成をす

ると、これは本当に我が事として、広域避

難の場所についても考えていかなきゃな
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らないし、それができない方の垂直避難に

ついても真剣に考えていかなくてはなら

ない。ある意味、腰を据えて、そういった

事業に取り組んでいただきたい。だからと

いって市民の皆さんを、変に安心させたら

いかんわけですから、しっかりと今からい

ろんな取組をやっていかなくてはならな

いです。焦って何か中途半端なものをつく

るのではなくて、しっかりと腰を据えて、

取り組んでいただきたいことをお願いと

して申し上げておきます。 

 それと個別の避難計画につきましても、

今、難病の方が７名おられ、その方をまず

やっていくということです。しっかりと一

つ一つ着実に取り組んでいけるように、要

望として申し上げておきます。 

 それから、統計の話です。私もこの統計

要覧の愛読者として、一言申し上げたいと

思ったので、質問をさせていただきました。

私も議会で質問するときに、結構これは参

考にしています。特に人口のところなどは、

本当にいいデータを提供していただいて

いると思っています。例えば、こんなとこ

ろを改善できないかと思うところがあり

ます。令和４年度の摂津市の職員体制につ

いては、既にいただいています。 

 その上で、職員定数について、ずっと載

せていただいているんですけれども、これ

は変わってないです。そうじゃなくて、実

際のこの摂津市で働いておられる方、実数

を年次で追って推移を上げていただくと、

どういう推移で摂津市の職員体制が築か

れていったのかが分かるわけです。あくま

で定数といったら一つの目安です。じゃな

くて、そういう工夫もできるのではないか

と、私は感じました。 

 恐らく、もっともっと見て、こういう工

夫をすれば、この庁内における企画立案に

役立つデータになると思います。ぜひ、今

のままでいいというのではなく、どうすれ

ばいいんだと、あらゆる目でより磨いてい

く視点で、これからも取り組んでいただき

たい。要望として申し上げておきます。 

 それと市営住宅の管理についてです。な

るほど分かりました。こちらが要求してい

ることが満たされていれば、６割なんだと。

それより上回っていれば８割で、もうさら

によければ１０割という点をつけている

ということです。実際、市営住宅の管理の

視点、評価を見ていると、６割以上は必ず

あります。摂津市として、こちらがお願い

をしているところの水準は満たされてい

る。だからこそ、Ａ評価になっていると思

っています。この指定管理者の指定につい

ては、恐らくまた更新時期を迎えられると

思っています。その点も見据えていきなが

ら、今後摂津市として、どのような能力を

求めていくのか、しっかりと構築をしてい

ただきたいので、要望として申し上げてお

きます。 

 ＦＭについてです。施設の評価を正しく

行うことで、正しい方針の決定につながる

という非常に心強い答弁いただいたと思

っております。 

 所管が外れるかしれませんけれども、今、

鳥飼小学校と鳥飼東小学校を統合してい

こうという方策が出されております。それ

と、中学校の在り方についても考えていこ

うとなっているわけです。そうなっていく

と、今後、この鳥飼地区における公共施設

は、摂津市として継続的に保有をしていく

のかについては、しっかりと見ていくと。

これは、摂津市の方策と併せて、しっかり

資産活用課としても見ていく必要がある

と思っていますし、資産活用課としては、

そういう視点を持たないかんと思ってい
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ます。鳥飼地域については、とにかくあら

ゆるものを一括して、今後のビジョンを描

いていこうということで、プロジェクトチ

ームができているわけです。この資産の活

用、今後の在り方についても、当然この中

で考えられ、議論されていくべきことでは

ないのかと思っています。その他について

は、副市長、今後どのような方向でやって

いくのか、お聞かせください。 

 資産活用課としては、今後の中期財政見

通しもしっかりと持ちながら、一体摂津市

としてどれだけの財産を持つことができ

るのか、まず大枠からしっかりと方向性を

持っていただく。それを具体的に個別の施

設で考えたときに、どうしていくのかにつ

いて、大きな方向性を示していくようにす

べきではないのかと思っています。その点

は、要望として申し上げておきます。 

 続いて、市税の徴収です。経年で不納欠

損が出たことについては、よく分かりまし

た。詳しく答弁いただきましてありがとう

ございます。 

 滞納整理のところです。かつて非常に滞

納整理の件数も多くて苦労したことがあ

ったとお聞きをしています。そのときに、

大阪府の方からも、協力をいただいて、い

ろんな滞納整理のノウハウを学んでこら

れ、今、引き継がれていると思っています。 

 午前中の塚本委員の質問の中で、課長か

ら滞納繰越分の収納率は４６％で、この数

字については増加しているけれども、決し

て高いとは考えていないと答弁いただき

ました。４６％と聞いて、結構高いと思っ

ていたので、僕自身の見方が甘かったのか

と、正直思っています。それはしっかりと

ノウハウとして蓄積をされてきた結果だ

ろうと思っています。その点、しっかりし

たマニュアルであるとか、恐らくそのポイ

ントがあると思います。例えば、その滞納

されている、その人の、前の住所がどこや

ったんやとか、その前の住所の近くで、今、

地方銀行があったりとかして、そこに口座

を持っているのではないかと、もう少し調

査かけたりとか、いろんなポイントがある

と思っています。どのようなノウハウが今、

蓄積をされているのか、細かいことは結構

なので、お聞きをします。実際に公売をさ

れた実績、今どのような推移をたどってい

るのか、その点についてもお聞きします。 

 それから、３Ｄ都市モデル、まずこの水

位計を利用して、多くの市民の皆さんにし

っかりその情報をつかんでいただくよう

な体制はできた。ただ、先ほど南野委員も

おっしゃっておられました。いろいろな、

課題もあって、全ての方がスマホなどを通

じて、もう手元で見れる状況にあるのかっ

て言ったら、そうでもないのではないかと

思っています。 

 大切なのは、その近くにおられる方が、

そこで得られた情報を基に、遅滞なく避難

ができる。対応に当たられる皆さんが、遅

滞なく、対応に当たられるところが大切で、

そのためのツールだと思っています。今後

どのような課題があるのか、私も分からな

いところがありますけれども、ぜひ引き続

き、よりよいものにしていただきたい。 

 かつて、鳥飼地域で非常に大きな浸水が

ございました。そのときのことをもう一つ

の教訓としながら、こういったことも考え

られていると思っています。引き続き、よ

ろしくお願いをし、要望として申し上げて

おきます。 

 水路についてです。実際に令和４年度は

修繕を結構されています。樹木の伐採であ

ったり、あるいはその擁壁についてもしっ

かりと補修をされているとのことです。例
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えば、ゲリラ豪雨と呼ばれるような状況が、

全国のどこで起こるのか分からない。線状

降水帯が、どこで起こるのか分からない状

況を考えると、私は水路機能を強化してい

くことが求められていると思っています。

その点についてはどのようにお考えなの

か、お聞きします。 

 それと、緑化推進事業についてです。誕

生植樹祭の式典がなかったというお話を

いただきました。誕生植樹祭は非常にすば

らしい取組だと思っています。そこで参加

をしていただいた親子の方が、また子ども

が大きくなってきたときに、一緒にその木

のところに足を運んでいただいて、そのと

きのお話をしてもらったり、ちっちゃいと

きはこんなんやったんやでというお話を

していただくことにつながっていく、非常

に大きな取組だと思っています。ぜひ、誕

生植樹祭に参加された方が、引き続き何か

できるような、いろいろな投げかけを担当

課として行っていただきたい。この点につ

いては、要望として申し上げておきます。 

 それから、公園の維持管理、遊具につい

てです。本委員会の委員になる前に、文教

上下水道常任委員会におりました。そのと

きに、東京都世田谷区に視察に行きまして、

その帰りに、世田谷区の公園を見させてい

ただきました。インクルーシブ公園と言わ

れるもので、安全に子どもたちが遊具を使

えるような公園が整備をされておりまし

た。実際に行ってみると、本当に多くのお

子さんがそこで遊んでおられました。実際、

遊具のある下は、非常に柔らかくなってい

て、安全性も高められていると感じました。

そのような公園が摂津市の中でできれば、

非常に子育て世代の皆さんにとっても大

きな魅力になるでしょうし、何よりも摂津

市で学んでいる子どもたちが、思いっきり

公園で体を使って遊ぶことにつながると

思っています。より安全な、そしてまた本

当にダイナミックに、子どもたちが遊び回

れる公園整備を今後、考えていただきたい。

要望で申し上げておきます。 

 それから、多世代との同居・近居のお話

です。いろんな問合せがあるんだと感じさ

せていただきました。これは、一般質問の

中で申し上げたんですけれども、今のこの

制度が、多世代での同居であり、近居を始

めていただくための制度だと感じていま

す。でも、それだけではなくて、実際に多

世代で同居、近居していくとなると、その

中でいわゆる子世代がいろいろ負担とい

うか、いろいろと働くことが実際に出てく

るわけです。それは親の介護とかであった

り、そういったときに、しっかりと子世代

に手を差し伸べられるような制度にする

ことによって、多世代の近居・同居を始め

ていただいた方が、いつまでもその体制を

維持できるような制度に、より高めていた

だくことが求められていると思っていま

す。 

 恐らく福祉的な観点も絡んでくるので、

なかなかお答えできないところがあると

思っています。しっかりと、そういう視点

を持ちながら、これは課、部を超えて、よ

りよい制度をつくっていただきたいと、要

望として申し上げておきます。 

 それから、ブロック塀の撤去についても、

よく分かりました。本当に非常に的を絞っ

て、個別に当たっていただいていることが

分かり、非常に心強く思っております。１

３件中、３件は改修をされ、あと１０件残

っているとのことです。そこについても、

粘り強く、交渉もしていただいて、解消に

向けて、しっかり取り組んでいただきたい

ので、要望として申し上げておきます。 
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 それと、市場池公園に隣接する道路につ

いてです。一方通行のところで、狭窄を作

っていくとお聞かせをいただきました。鳥

飼の堤防道路でもハンプを作っていただ

いています。どうもお聞きをしていると、

ハンプを作ることによって、近隣の方は振

動が起こったり、実はやってみないと分か

らない、いろいろな不具合も出ているとお

聞きをしています。であるならば、その道

路も、じゃあ狭窄を作ってどうなるとか、

いろんな方向性があると思っていますの

で、いろんな状況を研究していただきたい。

一番大事なのは、車両の速度を落とさせる

ことによって安全性を高めていくことで

す。引き続き、研究を重ねてください。 

 それと、道路床板のことについてもよく

分かりました。２２路線についてしっかり

と見ていただいて、入札差金もあったとい

うお話でした。これは、歩行者の安全に関

わることなので、しっかりと取り組んでい

ただきたいと、要望で申し上げておきます。 

 最後に公共交通です。これまでも摂津市

は、路線バスは何とか維持しようという方

向性はあったと思います。しかし、大阪府

内でも河内地域では、路線バスが撤退する

ということもあるわけなので、いろんな状

況を想定しながら、今後の公共交通の在り

方についても考えていただきたい。また、

高齢化が進んでいった中で、高齢者の方に

は、運転免許証の自主返納を求めているわ

けです。そういった方へ自転車に乗ってく

れって言えるかというと、なかなか言えな

いのが事実としてあると思います。そうい

ったこともしっかりと持ちながら、今後の

公共交通の在り方についても、しっかりと

練っていただきたいと、要望として申し上

げておきます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 

（午後５時５分 散会） 
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